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ナチス期におけるドイツ大銀行の役員兼任の構造 
― 他社の監査役会での人的結合 ―

山　崎　敏　夫＊

要旨

　「協調的資本主義」と特徴づけられているドイツをみると，第 2 次大戦前の時期

には，カルテル容認という国家の政策のもとでそのような独占組織の広範な網の

目が張りめぐらされるとともに，銀行による信用業務，証券業務，交互計算業務，

株式所有，役員派遣などの多様な方法によって，産業と銀行の間の密接な関係が

築かれてきた。なかでも，監査役会での役員兼任による人的結合の広い産業の多

くの企業におよぶ展開は，トップ・マネジメントの二層制構造を基礎にした企業

間関係の形成であり，銀行の主導性のもとにあって産業と銀行の利害が一体となっ

たドイツ「金融資本」の組織性のひとつの根幹をなすものであるといえる。役員

兼任による産業と銀行の結びつきは，産業に対する銀行の影響力の基盤をなすが，

銀行の工業政策のための重要な情報の入手の手段をなすものでもある。

　筆者はすでに，第 2 次大戦前の各時期の歴史的比較，また第 2 次大戦前と大戦

後の歴史的比較の視点のもとに，20 世紀初頭の独占資本主義への移行期，ワイマ

ル期の初期にあたる第 1 次大戦後のインフレーション期，1950 年代末，1960 年

代末の時期におけるドイツの大銀行による他社の監査役会での役員兼任の構造を

考察してきた。第 2 次大戦前期については，役員兼任による企業間人的結合とい

う面では，第 1 次大戦後のインフレーション期の産業・銀行間関係は，むしろ独

占資本主義への移行期よりも広範に展開され，産業と銀行の融合・癒着は一層の

深まりという面もみられた。他社の監査役会におけるドイツ大銀行の役員兼任に

よる人的結合の状況は，1920 年代の相対的安定期，世界恐慌期を経たナチス期に

はどのようになっていたのであろうか。本稿では，ドイツ銀行，ドレスナー銀行

およびコメルツ銀行を対象として，各行の役員（監査役会および取締役会のメンバー）

がどの産業のいかなる企業の監査役会においてどのような職位によって直接兼任

関係を築いていたのか，また，兼任関係のみられた企業においてこれらの銀行間

でどのような間接兼任の関係が成立していたのかという点の解明を試みる。この

論稿は，独占資本主義への移行期，その後のワイマル期との比較によって第 2 次

大戦前期の産業・銀行間関係，産業と銀行の融合・癒着による「金融資本」のド

イツ的特質の解明のための研究の一環をなすものである。

＊ 立命館大学経営学部　教授
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Ⅰ　問題の所在

　第 2 次大戦前期のドイツは，「金融資本」の組織性という点において最も典型的な国のひと

つであった。レーニンは 1919 年に，ドイツは「資本主義の，金融資本主義の，組織性の点で

アメリカにまさる先進資本主義国の，模範である。ドイツは，多くの点で，技術と生産の点

で，政治上の点でアメリカにおとっていたが，金融資本主義の組織性の点では，独占資本主義

の国家独占資本主義への転化の点では，アメリカにまさっていた」1）と指摘している。このよ

うなドイツにおける ｢金融資本 ｣の組織性は，狭隘な国内市場の限界性にも規定された「技術

と生産」におけるアメリカに対する遅れや，イギリスやアメリカと比べての資本市場の発展の

遅れという状況のもとで，そのような制約的条件を補うための蓄積機構としての意義をもつも

のでもあったといえる。

　産業と銀行の間の密接な結びつきに基づく産業集中の体制は，ドイツ資本主義の蓄積構造の

基軸をなすものとして発展してきた。それは，産業と銀行の融合・癒着による「金融資本」2）

の成立をみる 19 世紀末から 20 世紀初頭にかけての独占形成期に生成をみた。産業と銀行の

関係は，銀行による産業企業への影響力の基盤をなすものであると同時に，両者の協調的なシ

ステムをなすものでもあった。そのような関係性は，銀行による信用業務，証券業務，交互計

算業務，株式所有，役員派遣などの多様な方法によって築かれてきた。

　そのなかにあっても，監査役会での役員兼任は，産業・企業間関係の重要な手段をなした。

かつて O. ヤイデルスは，「産業の監査役に就任した銀行役員は，新たな関係が結ばれるさい
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には，やがて忠告や助言の域を超え，銀行支配の貫徹と大工業的営業原則の精神とを融和させ

る」のに対して，「ある産業家が大銀行の監査役会に選任される場合，彼の背後にある企業の

ために大銀行の管理に影響をおよぼすのではなく，銀行の利益になるように企業に影響をおよ

ぼさなければならない」と指摘している 3）。「産業に対する銀行の勢力圏をつくりだす手段」

として，監査役会の機構は他の手段と比べても特別な意味をもつ。この点については，「監査

役会の機構を工業政策的目的のために体系的に利用する方が，当座勘定業務や発行業務をそれ

相応に利用するよりも大銀行の特質にかなって」おり 4），監査役会の機構を通じての勢力圏は，

最も有力かつ効果的な手段であったとされている 5）。

　産業と銀行の融合・癒着というかたちで成立した「金融資本」は，産業側と銀行側の資本が

それぞれ独立した企業として存在するなかで，産業・銀行間関係の特別なあり方を示すもので

あるが，その現象形態は，その国の産業集中体制の固有のあり方を規定するものでもある。な

かでも，トップ・マネジメントの二層制構造となっているドイツでは，経営の執行機関である

取締役会ではなく管理機関である監査役会への役員の派遣や監査役会ポストの兼任というかた

ちで，他国とも異なる「金融資本」の独自的な現象形態を示すものとなってきた。第 2 次大

戦前のドイツでは，カルテル容認という国家の政策とそのもとでのカルテルの広範な網の目の

存在 6）という状況がみられる一方で，広範な産業の多くの企業におよぶ監査役会での銀行の

役員兼任による人的結合の展開は，同国の「協調的資本主義」としての特質 7）を規定する重

要な要素をなした。

　筆者はすでに，20 世紀初頭の独占資本主義への移行期，第 1 次大戦後のワイマル期の初期

にあたるインフレーション期，第 2 次大戦後の 1950 年代末の時期，1 人の人物が保有しうる

監査役会ポスト数に制限を加えることになった 1965 年株式法後の 60 年代末の時期を取り上

げて，役員兼任による企業間人的結合の構造について，考察を行ってきた 8）。これらの分析に

おいては，ドイツ銀行，ドレスナー銀行およびコメルツ銀行を対象として，各銀行の監査役会

および取締役会のメンバーである役員がどの産業のいかなる企業の監査役会においてどのよう

な職位によって直接兼任関係を築いていたのか，また，兼任関係のみられた企業においてこれ

らの銀行間でどのような間接兼任の関係が成立していたのかという点の解明を行った。

　なかでも，第 2 次大戦前の時期については，第 1 次大戦後のインフレーション期には，20

世紀初頭の独占資本主義への移行期と比べると，大銀行の役員の直接兼任がみられた企業数と

総件数のいずれにおいてもかなり多くなっており，企業間の人的結合関係は，むしろ一層広範

囲に，また大規模に展開されていたことを明らかにした。そのような産業と銀行の関係は，相

互に直接兼任の関係が存在しない銀行間で他社の監査役会において成立していた間接兼任にも

反映しており，この点は，3 つの大銀行の間，それら 3 行のうちの 2 行間の間接兼任の多様な

広がりという面にもみられた。
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　ワイマル期には独占資本主義への移行期と比べても一層の拡大をみることになった大銀行の

役員兼任による企業間人的結合の状況は，その後のナチス期にはどのようになっていたのであ

ろうか。この点をめぐっては，役員兼任による企業間人的結合は 1928 年にほぼそれまでの頂

点に達したとする研究成果もみられ，ナチス期における変化が指摘されている 9）。しかし，こ

れまでの研究においては，ドイツ大銀行の役員による他社の監査役会での兼任関係について

は，兼任先となっている企業の産業別の構成や監査役会での職位，同一企業における複数の兼

任関係などの面での個別具体的な実態が十分に明らかにされてきたとはいえない状況にあ

る 10）。

　そこで，本稿では，筆者のこれまでの考察結果をふまえて，ナチス期におけるドイツ大銀行

の役員兼任による企業間人的結合の構造の分析を行う。上記の大銀行の役員（監査役会および取

締役会のメンバー）がどの産業のいかなる企業の監査役会においてどのような職位によって直接

兼任関係を築いていたのかという点について，複数の兼任ポストによって人的結合関係が成立

していたケースにも着目して考察を行う。あわせて，これらの銀行の間で他社の監査役会にお

いてどのような間接兼任の関係が成立していたのかという点についても考察を行う。異なる企

業の監査役会あるいは取締役会のメンバーである 2 人の人物がともにこれら 2 社とは異なる

他社のコントロール機関である監査役会のメンバーである場合，あるいは業務執行機関である

取締役会のメンバーとなっている場合には，間接的な人的結合である間接兼任が成立すること

になる 11）。そのようなかたちでの人的結合によって，他社において兼任関係を成立させてい

る企業同士の間で情報のやりとりや協調の可能性が互いに開かれることにもなりうる。それゆ

え，間接兼任の構造の分析は，企業間人的結合の把握にとって重要な意味をもつ。なお，分析

を行う時期としては，1933 年から 45 年までのナチス期のなかでも，本稿では 1930 年代半ば

頃の時期を対象として考察する。この論稿は，すでに考察を行った独占資本主義への移行期，

ワイマル期との比較によって第 2 次大戦前期の産業・銀行間関係，産業と銀行の融合・癒着

による「金融資本」のドイツ的特質を解明するための研究の一環をなすものである。

　ここで，本稿の分析において依拠する主要な資料について述べておくことにしよう。ドイツ

企業の監査役・取締役等の人名録である G. Mossner (Hrsg.), Adressbuch der Direktoren und 

Aufsichtsräte 1936, Bd.I, Nach Personen geordnet (Finanz-Verlag, Berlin) をもとに分析を行

う 12）。

　以下では，まずⅡにおいて，ドイツ銀行，ドレスナー銀行およびコメルツ銀行という大銀行

の監査役会および取締役会のメンバーが他社の監査役会において直接兼任をとおしてどのよう

な人的結合関係を形成していたのかという点についてみていく。それをふまえて，Ⅲでは，こ

れらの 3 大銀行間やそのうちのいずれか 2 行の間で他社の監査役会において成立していた間

接兼任の構造について考察する。Ⅳでは，ⅡおよびⅢにおいて明らかにされる大銀行の役員兼
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任による企業間人的結合の構造をふまえて，ナチス期における産業・銀行間関係の変化とその

特徴を明らかにする。

Ⅱ　大銀行の役員の直接兼任構造

1　ドイツ銀行役員の直接兼任構造

　まず 3 大銀行の監査役会と取締役会を構成する役員の直接兼任による人的結合の構造につ

いて分析を行うことにするが，最初にドイツ銀行の役員兼任による人的結合関係をみていくこ

とにする。同行の監査役会および取締役会のメンバーが他社の監査役会において直接兼任の関

係にあったケースをみると（表 1 参照），企業数は 323 社であり，合計 397 件の兼任関係が成

立していた。456 社で合計 580 件の兼任がみられた第 1 次大戦後のインフレーション期 13）と

の比較でみると，企業数と兼任件数のいずれをみても，かなり少なくなっている。産業別の内

訳をみると，炭鉱業が 32 社で 42 件，鉄鋼業が 25 社で 33 件，金属産業・金属加工業が 14

社で 17 件，化学産業が 37 社で 43 件，電機産業が 12 社で 18 件，自動車産業が 4 社で 6 件，

機械産業が 33 社で 42 件，精密機械産業・光学産業が 2 社で 2 件，造船業が 1 社で 1 件，石

表 1　ドイツ銀行役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における直接兼任の状況

（注）：※） 2 件以上の兼任ポストがある企業が存在するため，兼任のみられる企業全体の数は各職位別の企業数の合計と

一致しない場合がある。

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), Adressbuch der Direktoren und Aufsichtsräte 1936, Bd.I, Nach Personen geordnet, 
Finanz-Verlag, Berlin, 1936, Deutsche Bank und Disconto-Bank, Geschäftsbericht, 各年度版，Handbuch der 
deutschen Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

　　　兼任状況
産　業

監査役会
会長

監査役会
副会長

監査役
監査役会の
職位全体※）

炭 鉱 業 8 社 8 件 7 社 7 件 20 社 27 件 32 社 42 件

鉄 鋼 業 10 社 10 件 7 社 7 件 12 社 16 件 25 社 33 件

金 属 産 業 ・ 金 属 加 工 業 3 社 3 件 1 社 1 件 11 社 13 件 14 社 17 件

化 学 産 業 12 社 12 件 5 社 5 件 23 社 26 件 37 社 43 件

電 機 産 業 4 社 4 件 3 社 3 件 8 社 11 件 12 社 18 件

自 動 車 産 業 4 社 4 件 2 社 2 件 ― 4 社 6 件

機 械 産 業 15 社 15 件 4 社 4 件 19 社 23 件 33 社 42 件

精 密 機 械 産 業 ・ 光 学 産 業 ― ― 2 社 2 件 2 社 2 件

造 船 業 ― ― 1 社 1 件 1 社 1 件

石 油 産 業 ― ― 1 社 1 件 1 社 1 件

食 品 産 業 1 社 1 件 ― ― 1 社 1 件

繊 維 ・ 紡 績 ・ 織 物 産 業 2 社 2 件 2 社 2 件 9 社 9 件 12 社 13 件

醸 造 業 3 社 3 件 1 社 1 件 5 社 5 件 9 社 9 件

流 通 業 1 社 1 件 ― 5 社 5 件 6 社 6 件

銀 行 業 5 社 5 件 6 社 6 件 18 社 24 件 24 社 35 件

保 険 業 6 社 6 件 4 社 4 件 21 社 24 件 28 社 34 件

電力業・ガス産業・エネルギー産業 4 社 4 件 4 社 4 件 25 社 28 件 31 社 36 件

交 通 業 6 社 6 件 2 社 2 件 8 社 8 件 15 社 16 件

そ の 他 の 産 業 6 社 7 件 2 社 2 件 28 社 33 件 36 社 42 件

全 産 業 90 社 91 件 50 社 50 件 216 社 256 件 323 社 397 件



184 立命館経営学（第 58 巻　第 6 号）

油産業が 1 社で 1 件，食品産業が 1 社で 1 件，繊維・紡績・織物産業が 12 社で 13 件，醸造

業が 9 社で 9 件，流通業が 6 社で 6 件，銀行業が 24 社で 35 件，保険業が 28 社で 34 件，電

力業・ガス産業・エネルギー産業が 31 社で 36 件，交通業が 15 社で 16 件，その他の産業が

36 社で 42 件となっている。多岐にわたる産業のなかでも，ドイツ銀行にとって同業種である

銀行業や金融部門に属する保険業以外では，炭鉱業，鉄鋼業，化学産業，機械産業，電力業・

ガス産業・エネルギー産業において多くの企業との直接兼任が成立しており，ドイツ製造業の

基幹産業である重化学工業部門との関係が強かったといえる。

　監査役会の職位との関連でみると，監査役会会長のポストによる兼任のケースは，炭鉱業で

は 8 社で 8 件，鉄鋼業では 10 社で 10 件，金属産業・金属加工業では 3 社で 3 件，化学産業

では 12 社で 12 件，電機産業では 4 社で 4 件，自動車産業では 4 社で 4 件，機械産業では 15

社で 15 件，食品産業では 1 社で 1 件，繊維・紡績・織物産業では 2 社で 2 件，醸造業では 3

社で 3 件，流通業では 1 社で 1 件，銀行業では 5 社で 5 件，保険業では 6 社で 6 件，電力・

ガス産業・エネルギー産業では 4 社で 4 件，交通業では 6 社で 6 件，その他の産業では 6 社

で 7 件となっており，合計 90 社で 91 件となっていた。合計 135 社で 136 件となっていた第

1 次大戦後のインフレーション期 14）と比べると，その数はかなり少なくなっている。しかし，

監査役会会長のポストによる兼任は，鉄鋼業では Klöckner-Werke AG，化学産業では

Henkel & Cie. AG，Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG，電機産業では Siemens & Halske 

AG，Siemens-Schuckertwerke AG，自動車産業では Daimler-Benz AG，Bayerische Motoren 

Werke AG（BMW），機械産業では Demag AG，A. Borsig Maschinenbau AG，銀行業では

Deutsche Ueberseeische Bank，交通業では Deutsche Luft-Hansa AG のような当該産業の多

くの代表的な企業においてみられた。

　また監査役会副会長のポストによる兼任のケースは，炭鉱業では 7 社，鉄鋼業では 7 社，

金属産業・金属加工業では 1 社，化学産業では 5 社，電機産業では 3 社，自動車産業では 2

社，機械産業では 4 社，繊維・紡績・織物産業では 2 社，醸造業では 1 社，銀行業では 6 社，

保険業では 4 社，電力業・ガス産業・エネルギー産業では 4 社，交通業では 2 社，その他の

産業では 2 社においてみられ，各社 1 件であり，合計では 50 社で 50 件となっていた。その

数は，合計 61 社で 62 件となっていた第 1 次大戦後のインフレーション期 15）よりも少なかっ

た。しかし，そのなかには，鉄鋼業の Mannesmannröhren-Werke， Klöckner-Werke AG，

自動車産業の Daimler-Benz AG，Bayerische Motoren Werke AG のような当該産業の有力

企業もみられた。

　さらに監査役のポストによる兼任のケースは，炭鉱業では 20 社で 27 件，鉄鋼業では 12 社

で 16 件，金属産業・金属加工業では 11 社で 13 件，化学産業では 23 社で 26 件，電機産業

では 8 社で 11 件，機械産業では 19 社で 23 件，精密機械産業・光学産業では 2 社で 2 件，造
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船業では 1 社で 1 件，石油産業では 1 社で 1 件，繊維・紡績・織物産業では 9 社で 9 件，醸

造業では 5 社で 5 件，流通業では 5 社で 5 件，銀行業では 18 社で 24 件，保険業では 21 社

で 24 件，電力業・ガス産業・エネルギー産業では 25 社で 28 件，交通業では 8 社で 8 件，そ

の他の産業では 28 社で 33 件となっており，合計 216 社で 256 件となっていた。合計で 315

社，382 件となっていた第 1 次大戦後のインフレーション期 16）よりもかなり少なかった。し

かし，これらの企業のなかには，炭鉱業では Gelsenkirchener Bergwerks-AG，Harpener 

Bergbau-AG，鉄鋼業の最大企業である Vereinigte Stahlwerke AG や Mannesmannröhren-

Werke，化学産業の最大企業である I.G. Farbenindustrie AG，電機産業の Siemens & 

Halske AG，Siemens-Schuckertwerke AG，AEG， 機 械 産 業 の Demag AG，A. Borsig 

Maschinenbau AG，Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG（MAN），造船業の Blohm & 

Voss Kommanditgesellschaft auf Aktien，流通業の Rudolph Karstadt AG，電力業・ガス産

業・エネルギー産業の Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG のような各産業におけ

る最大企業や主要企業が存在していた。

　一方，ドイツ銀行の役員（監査役会および取締役会のメンバー）が同一企業の監査役会において

2 件以上の直接兼任関係を成立させていた企業をみると（表 2 参照），その数は 57 社あり，合

計 131 件の兼任関係がみられた。合計で 83 社，207 件となっていた第 1 次大戦後のインフ

レーション期 17）と比べると，その数はかなり少なくなっている。産業の内訳をみると，炭鉱

業が 7 社で 17 件，鉄鋼業が 5 社で 13 件，金属産業・金属加工業では 2 社で 5 件，化学産業

が 6 社で 12 件，電機産業が 5 社で 11 件，自動車産業が 2 社で 4 件，機械産業が 6 社で 15

件，繊維・紡績・織物産業が 1 社で 2 件，銀行業が 7 社で 18 件，保険業が 5 社で 11 件，電

表 2　ドイツ銀行役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における 2 件以上の直接兼任のケース

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Deutsche Bank und Disconto-Bank, Geschäftsbericht, 各年度版，Handbuch der 
deutschen Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

　　　兼任状況
産　業

2　件 3　件 4　件 合　計

炭 鉱 業 5 社 10 件 1 社 3 件 1 社 4 件 7 社 17 件

鉄 鋼 業 3 社 6 件 1 社 3 件 1 社 4 件 5 社 13 件

金 属 産 業 ・ 金 属 加 工 業 1 社 2 件 1 社 3 件 ― 2 社 5 件

化 学 産 業 6 社 12 件 ― ― 6 社 12 件

電 機 産 業 4 社 8 件 1 社 3 件 ― 5 社 11 件

自 動 車 産 業 2 社 4 件 ― ― 2 社 4 件

機 械 産 業 4 社 8 件 1 社 3 件 1 社 4 件 6 社 15 件

繊 維 ・ 紡 績 ・ 織 物 産 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

銀 行 業 4 社 8 件 2 社 6 件 1 社 4 件 7 社 18 件

保 険 業 4 社 8 件 1 社 3 件 ― 5 社 11 件

電力業・ガス産業・エネルギー産業 5 社 10 件 ― ― 5 社 10 件

交 通 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

そ の 他 の 産 業 4 社 8 件 1 社 3 件 ― 5 社 11 件

全 産 業 44 社 88 件 9 社 27 件 4 社 16 件 57 社 131 件



186 立命館経営学（第 58 巻　第 6 号）

力業・ガス産業・エネルギー産業が 5 社で 10 件，交通業では 1 社で 2 件，その他の産業が 5

社で 11 件となっていた。兼任件数別にみると，合計 4 件の兼任がみられた企業は 4 社，3 件

の兼任がみられた企業は 9 社，2 件の兼任がみられた企業は 44 社であった。

　3 件以上の兼任があった企業は 13 社であり，合計の兼任件数は 43 件であったが，4 件の兼

任がみられた企業は，炭鉱業の Rheinisch-Westfälisches Kohlen-Syndikat，鉄鋼業の Vereinigte 

Stahlwerke AG，機械産業の Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik，銀行業の

Deutsche Ueberseeische Bank の 4 社であった。3 件の兼任がみられた企業は，炭鉱業の

Essener Steinkohlenbergwerke AG，鉄鋼業の Mannesmannröhren-Werke，金属産業・金

属加工業の Metallgesellschaft AG，電機産業の Siemens & Halske AG，機械産業の Demag 

AG，銀行業の Deutsche Centralbodenkredit AG，Deutsche Hypothekenbank, Meiningen，

保険業の Union und Rhein Versicherungs AG，その他の産業に属する Deutsche Atlantische 

Telegraphengesellschaft の 9 社であった。これらの企業以外の 44 社は，合計 2 件の兼任関

係の存在する企業であった。それを産業別にみると，炭鉱業が 5 社，鉄鋼業が 3 社，金属産

業・金属加工業が 1 社，化学産業が 6 社，電機産業が 4 社，自動車産業が 2 社，機械産業が

4 社，繊維・紡績・織物産業が 1 社，銀行業が 4 社，保険業が 4 社，電力業・ガス産業・エネ

ルギー産業が 5 社，交通業が 1 社，その他の産業が 4 社であった。

　兼任のポストを考慮に入ると，4 件の兼任が成立していた企業のうち，監査役会会長と 3 つ

の監査役のポストによる兼任となっていた企業は，Deutsche Ueberseeische Bank の 1 社で

あった。1 つの監査役会副会長と 3 つの監査役のポストによる兼任がみられたケースは，

Rheinisch-Westfälisches Kohlen-Syndikat の 1 社であった。4 つの監査役のポストによる兼

任 が み ら れ た 企 業 は，Vereinigte Stahlwerke AG，Rheinische Metallwaaren- und 

Maschinenfabrik の 2 社であった。

　3 件の兼任が成立していた企業のうち，監査役会会長と 2 つの監査役のポストによる兼任と

なっていた企業は，Siemens & Halske AG，Demag AG，Deutsche Centralbodenkredit AG

の 3 社であった。1 つの監査役会副会長と 2 つの監査役のポストによる兼任がみられた企業

は，Mannesmannröhren-Werke，Deutsche Hypothekenbank, Meiningen の 2 社であった。

3 つの監査役のポストによる兼任がみられた企業は，Essener Steinkohlenbergwerke AG，

Metallgesellschaft AG，Union und Rhein Versicherungs AG，Deutsche Atlantische 

Telegraphengesellschaft の 4 社であった。

　2 件の兼任が成立していた企業 44 社をみると，2 つの監査役会会長のポストによる兼任が

みられた企業は，その他の産業に属する Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG の 1

社であった。監査役会会長と監査役会副会長のポストによる兼任がみられた企業は，鉄鋼業の

Klöckner-Werke AG，化学産業の A. Riebeck’sche Montanwerke AG，電機産業の Siemens-
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Planiawerke AG，自動車産業の Daimler-Benz AG，Bayerische Motoren Werke AG，銀行

業 の Deutsche-Asiatische Bank， 保 険 業 の Nordstein Allgemeine Versicherungs AG，

Rückversicherungs-Vereinigung AG，交通業の Otavi Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft

の 9 社であった。監査役会会長と監査役のポストによる兼任がみられた企業は，鉄鋼業の

Mansfeld AG für Bergbau und Hüttenbetrieb，金属産業・金属加工業の AG für Bergbau, 

Blei- und Zinkfabrikation，電機産業の Siemens-Schuckertwerke AG，機械産業の A. Borsig 

Maschinenbau AG，Maschinenbsau-Unternehmungen AG，Vereinigte Kugellagerfabrikation 

AG，保険業の Berliner Feuer-Versicherungs-Anstalt，電力業・ガス産業・エネルギー産業

の Bergmann-Elektrizitäts-Werke AG の 8 社であった。監査役会副会長と監査役のポストに

よる兼任が成立していた企業は，炭鉱業の Kaliwerke Aschersleben AG， Kaliwerk Salzdetfurth 

AG，鉄鋼業の Rheinische Stahlwerke，化学産業の Kokswerke und Chemische Fabriken AG，

Dynamit AG vorm. Alfred Nobel & Co，機械産業の Berliner Maschinenbau AG vorm. L. 

Schwartzkopff，繊維・紡績・織物産業の Kammgarnspinnerei Stöhr & Co. AG，銀行業の

Sächsische Bodencredit-Anstalt，電力業・ガス産業・エネルギー産業の Deutsche Continental 

Gas-Gesellschaft の 9 社であった。2 つの監査役のポストによる兼任が成立していた企業は，

炭 鉱 業 の Gelsenkirchener Bergwerks-AG，Harpener Bergbau AG，Rheinische A.-G. für 

Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation， 化 学 産 業 の Deutsche Gold- und Silber-

Scheideanstalt vormals Roessler，I.G. Farbenindustrie AG，Westfälisch-Anhaltische 

Sprengstoff AG，電機産業の AEG，Gesellschaft für elektrische Unternehmungen-Ludw. 

Loewe & Co. AG，銀行業の Allgemeine Deustche Credit-Anstalt，Rheinisch-Westfälische 

Boden-Credit-Bank，保険業の Magdeburger Feuer-Versicherungs-Gesellschaft，電力業・

ガス産業・エネルギー産業の Elektrowerke AG，Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm. 

Schuckert und Co.，Ruhrgas AG，その他の産業に属する Süddeutsche Zucker A.-G.，

Rheinisch-Westfälische Kalkwerke，Hochtief AG für Hoch- und Tiefbauten vorm. 

Gebrüder Helfmann の 17 社であった。

　また 2 件以上の兼任が成立していた企業をドイツ銀行の監査役会メンバーによるものに限定してみて

おくと，2 件以上の兼任があった企業は 30 社みられ，合計 68 件の兼任関係が成立していた。その数が

46 社で 109 件となっていた第 1 次大戦後のインフレーション期 18）と比べると，その数は少なくなっ

ている。産業の内訳をみると，炭鉱業が 3 社で 9 件，鉄鋼業が 2 社で 6 件，金属産業・金属加工業が 2

社で 4 件，化学産業が 4 社で 8 件，電機産業が 3 社で 7 件，機械産業が 4 社で 9 件，銀行業が 4 社で

9 件，保険業が 3 社で 6 件，電力業・ガス産業・エネルギー産業が 3 社で 6 件，その他の産業が 2 社で

4 件であった。兼任件数別にみると，4 件の兼任がみられた企業は 1 社，3 件の兼任がみられた企業は
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6 社，2 件の兼任がみられた企業は 23 社であった。

　4 件の兼任がみられた企業は，炭鉱業の Rheinisch-Westfälisches Kohlen-Syndikat であり，そこで

は，1 つの監査役会副会長と 3 つの監査役のポストによる兼任となっていた。3 件の兼任がみられた企

業は 6 社存在していた。監査役会会長と 2 つの監査役のポストによる兼任がみられた企業は，電機産業

の Siemens & Halske AG の 1 社であった。1 つの監査役会副会長と 2 つの監査役のポストによる兼任

がみられた企業は，鉄鋼業の Mannesmannröhren-Werke，銀行業の Deutsche Hypothekenbank, 

Meiningen の 2 社であった。3 つの監査役のポストによる兼任がみられ企業は，炭鉱業の Essener 

Steinkohlenbergwerke AG， 鉄 鋼 業 の Vereinigte Stahlwerke AG， 機 械 産 業 の Rheinische 

Metallwaaren- und Maschinenfabrik の 3 社であった。

　残りの 23 社は，2 件の兼任がみられた企業であった。そのようなケースは，炭鉱業の Gelsenkirchener 

Bergwerks-AG， 金 属 産 業・ 金 属 加 工 業 の Metallgesellschaft AG，AG für Bergbau, Blei- und 

Zinkfabrikation，化学産業の A. Riebeck’sche Montanwerke AG，Dynamit AG vorm. Alfred Nobel & 

Co，Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler，Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff 

AG，電機産業の Siemens-Planiawerke AG，Siemens-Schuckertwerke AG，機械産業の Demag AG，

A. Borsig Maschinenbau AG，Maschinenbau-Unternehmungen AG，銀行業の Sächsische Bodencredit-

Anstalt，Deutsche Ueberseeische Bank，Deutsche Centralbodenkredit AG，保険業の Nordstein 

Allgemeine Versicherungs AG，Rückversicherungs-Vereinigung AG，Union und Rhein Versicherungs 

AG，電力業・ガス産業・エネルギー産業の Bergmann-Elektrizitäts-Werke AG，Elektrowerke AG，

Ruhrgas AG， そ の 他 の 産 業 に 属 す る Deutsch Atlantische Telegraphengesellschaft，Rheinisch-

Westfälische Kalkwerke であった。2 件の兼任があったこれらの企業 23 社について兼任職位をみると，

監査役会会長と監査役会副会長のポストによる兼任がみられた企業は 4 社，監査役会会長と監査役のポ

ストによる兼任がみられた企業は 6 社，監査役会副会長と監査役のポストによる兼任がみられた企業は

2 社，2 つの監査役のポストによる兼任がみられた企業は 11 社であった。

　ドイツ銀行の監査役会および取締役会のメンバーが同一企業の監査役会において 2 件以上の兼任関係

を成立させていた上述のケースとの比較でみると，兼任件数が少なくなっている企業が 7 社みられた。

それは，鉄鋼業の Vereinigte Stahlwerke AG，金属産業・金属加工業の Metallgesellschaft AG，機械

産業の Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik，銀行業の Deutsche Centralbodenkredit 

AG，Deutsche Ueberseeische Bank，保険業の Union und Rhein Versicherungs AG，その他の産業の

Deutsch Atlantische Telegraphengesellschaft であった。そのうち，Deutsche Ueberseeische Bank で

はそれぞれ 1 つの監査役会会長と監査役のポストによる 2 件分の兼任が少なかった。Deutsche 

Centralbodenkredit AG では，監査役会会長のポストによる 1 件分の兼任が少なかった。これら 2 社

を除く 5 社では，いずれにおいても，監査役のポストによる 1 件分の兼任が少なかった。上記の 7 社

以外の 23 社では，兼任件数は，ドイツ銀行の監査役会および取締役会のメンバーが他社の監査役会に
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おいて 2 件以上の直接兼任をもつケースとして分析した上述の結果と一致している。

　このように，ドイツ銀行の役員の直接兼任による人的結合は，多くの産業におよんでいた

が，それぞれの産業において互いに競争関係にあるさまざまな企業と監査役会のポストをとお

してどのような結合関係があるのかという点を金融関連以外の部門についてみると，代表的な

事例のみをみても，つぎの点を指摘することができる。炭鉱業では Gelsenkirchener 

Bergwerks-AG と Harpener Bergbau AG という競合する企業に対してそれぞれ 1 つの監査

役のポストによる兼任がみられた。鉄鋼業でも，最大企業である Vereinigte Stahlwerke AG

や Klöckner-Werke AG，Mannesmannröhren-Werke といった競争関係にある企業との兼任

がみられた。Vereinigte Stahlwerke AG とは 4 つの監査役のポストによる兼任であったのに

対して，Klöckner-Werke AG とは監査役会会長と監査役会副会長のポストによって，

Mannesmannröhren-Werke とは 1 つの監査役会副会長と 2 つの監査役のポストによって強

い人的結合関係が築かれていた。化学産業では，最大企業である I.G. Farbenindustrie AG や

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler など，競争関係にある代表的企

業との関係がみられたが，いずれにおいても，2 つの監査役のポストをとおしての強い兼任関

係となっていた。電機産業における競争関係にある企業との兼任関係はより顕著なものであ

り，Siemens & Halske AG，Siemens-Schuckertwerke AG というジーメンスの中核企業と

ともに，AEG とも役員兼任による人的結合関係がみられた。Siemens & Halske AG とは監

査役会会長と 2 つの監査役のポストをとおして，また Siemens-Schuckertwerke AG とは監

査役会会長と監査役の合計 2 つのポストをとおして兼任関係が築かれていた一方で，AEG と

の間でも 2 つの監査役のポストによる兼任が成立しており，いずれのケースも，強い人的結

合を示すものであった。同様の事例は自動車産業でもみられ，競争関係にある代表的企業の

Daimler-Benz AG，Bayerische Motoren Werke AG との間で兼任関係がみられ，いずれにお

いても，監査役会会長と監査役会副会長という複数の重要ポストによる人的な結びつきが築か

れ て い た。 機 械 産 業 で は，Demag AG，A. Borsig Maschinenbau AG，Maschinenfabrik 

Augsburg-Nürnberg AG といった競争関係にある代表的な企業との間で兼任関係が成立して

おり，Demag AG，A. Borsig Maschinenbau AG の 2 社とは，いずれにおいても，監査役会

会長を含む複数のポストをとおしての強い兼任関係となっていた。

　同一産業の競争関係にある企業の監査役会のポストによる兼任関係はさらに多くの企業でみ

られ，監査役会会長や監査役会副会長といった重要職位による兼任も多く，そのことは，企業

間の情報の交換や利害調整の重要な基礎をなすものでもある。他社との兼任のある企業数や件

数そのものでは第 1 次大戦後のインフレーション期と比べると少なかったとはいえ，競争関

係にある企業との人的結合ではむしろより広範囲におよんでいたという面もみられ，さまざま
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な産業における主要企業の監査役会のポストをとおしての情報の入手・共有，自行の金融的業

務やそれらの産業企業に対する政策や投資へのその利用の可能性という点において，強固な基

盤が築かれていたものといえる。

2　ドレスナー銀行役員の直接兼任構造

　つぎに，ドレスナー銀行の役員兼任による人的結合構造について，他社の監査役会における

直接兼任の関係を考察する。同行の監査役会および取締役会のメンバーが他社の監査役会にお

いて直接兼任の関係にあったケースをみると（表 3 参照），その企業数は 286 社となっており，

合計 333 件の兼任関係が成立していた。381 社において合計 453 件の兼任関係が成立してい

た第 1 次大戦後のインフレーション期 19）と比べると，その数はかなり少ない。その内訳を産

業別にみると，炭鉱業が 17 社で 20 件，鉄鋼業が 14 社で 17 件，金属産業・金属加工業が 3

社で 3 件，化学産業が 16 社で 17 件，電機産業が 9 社で 12 件，自動車産業が 6 社で 9 件，

機械産業が 24 社で 26 件，精密機械産業・光学産業が 1 社で 1 件，造船業が 1 社で 1 件，石

油産業が 4 社で 5 件，食品産業が 3 社で 3 件，繊維・紡績・織物産業が 15 社で 15 件，醸造

業が 10 社で 11 件，流通業が 8 社で 8 件，銀行業が 55 社で 69 件，保険業が 18 社で 19 件，

表 3　ドレスナー銀行役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における直接兼任の状況

（注）：※） 2 件以上の兼任ポストがある企業が存在するため，兼任のみられる企業全体の数は各職位別の企業数の合計と

一致しない場合がある。

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Dresdner Bank, Geschäftsbericht, 各年度版，Handbuch der deutschen 
Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

　　　兼任状況
産　業

監査役会
会長

監査役会
副会長

監査役
監査役会の
職位全体※）

炭 鉱 業 4 社 4 件 2 社 2 件 13 社 14 件 17 社 20 件

鉄 鋼 業 5 社 5 件 1 社 1 件 9 社 11 件 14 社 17 件

金 属 産 業 ・ 金 属 加 工 業 ― 1 社 1 件 2 社 2 件 3 社 3 件

化 学 産 業 3 社 3 件 2 社 2 件 12 社 12 件 16 社 17 件

電 機 産 業 ― 5 社 5 件 6 社 7 件 9 社 12 件

自 動 車 産 業 2 社 2 件 1 社 1 件 4 社 6 件 6 社 9 件

機 械 産 業 4 社 4 件 8 社 8 件 14 社 14 件 24 社 26 件

精 密 機 械 産 業 ・ 光 学 産 業 ― ― 1 社 1 件 1 社 1 件

造 船 業 ― 1 社 1 件 ― 1 社 1 件

石 油 産 業 1 社 1 件 ― 3 社 4 件 4 社 5 件

食 品 産 業 ― ― 3 社 3 件 3 社 3 件

繊 維 ・ 紡 績 ・ 織 物 産 業 4 社 4 件 6 社 6 件 5 社 5 件 15 社 15 件

醸 造 業 1 社 1 件 1 社 1 件 9 社 9 件 10 社 11 件

流 通 業 3 社 3 件 1 社 1 件 4 社 4 件 8 社 8 件

銀 行 業 13 社 13 件 2 社 2 件 43 社 54 件 55 社 69 件

保 険 業 ― 1 社 1 件 17 社 18 件 18 社 19 件

電力業・ガス産業・エネルギー産業 1 社 1 件 2 社 3 件 6 社 7 件 8 社 11 件

交 通 業 2 社 2 件 ― 7 社 7 件 9 社 9 件

そ の 他 の 産 業 19 社 19 件 8 社 8 件 44 社 50 件 65 社 77 件

全 産 業 62 社 62 件 42 社 43 件 202 社 228 件 286 社 333 件
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電力業・ガス産業・エネルギー産業が 8 社で 11 件，交通業が 9 社で 9 件，その他の産業が

65 社で 77 件となっている。

　このように，ドレスナー銀行の場合でも，他社の監査役会における兼任関係は多岐にわたる

産業におよんでおり，ドイツ銀行の 323 社，合計 397 件よりは少なかったが，それらの数自

体はかなり多いものであった。また同業種である銀行業との兼任が圧倒的に多いが，金融部門

に属する保険業以外では，炭鉱業のほか，鉄鋼業，化学産業，機械産業において多くの直接兼

任が成立しており，重化学工業部門との関係がとくに強かったといえる。

　監査役会の職位との関連でみると，監査役会会長のポストによる兼任のケースは，炭鉱業で

は 4 社，鉄鋼業では 5 社，化学産業では 3 社，自動車産業では 2 社，機械産業では 4 社，石

油産業では 1 社，繊維・紡績・織物産業では 4 社，醸造業では 1 社，流通業では 3 社，銀行

業では 13 社，電力業・ガス産業・エネルギー産業では 1 社，交通業では 2 社，その他の産業

では 19 社となっており，各社 1 件であり，合計では 62 社で 62 件であった。合計で 90 社 91

件となっていたドイツ銀行と比べるとその数はかなり少なかった。また合計 87 社 87 件となっ

ていたドレスナー銀行の第 1 次大戦後のインフレーション期 20）と比べても，その数は少な

かった。監査役会会長のポストによる兼任では，炭鉱業の Harpener Bergbau AG のような当

該産業の代表的企業もみられた。

　また監査役会副会長のポストによる兼任のケースは，炭鉱業では 2 社で 2 件，鉄鋼業では 1

社で 1 件，金属産業・金属加工業では 1 社で 1 件，化学産業では 2 社で 2 件，電機産業では

5 社で 5 件，自動車産業では 1 社で 1 件，機械産業では 8 社で 8 件，造船業では 1 社で 1 件，

繊維・紡績・織物産業では 6 社で 6 件，醸造業では 1 社で 1 件，流通業では 1 社で 1 件，銀

行業では 2 社で 2 件，保険業では 1 社で 1 件，電力・ガス産業・エネルギー産業では 2 社で

3 件，その他の産業では 8 社で 8 件となっており，合計では 42 社で 43 件となっている。そ

の企業数と件数のいずれをみても，ドイツ銀行の合計 50 社で 50 件よりは少ないが，それら

の数自体は多い。合計では 59 社で 60 件となっていたドレスナー銀行の第 1 次大戦後のイン

フレーション期 21）と比べても，少なかった。しかし，監査役会副会長のポストによる兼任で

は，電機産業の AEG のような当該産業の代表的企業との兼任関係がみられた。

　さらに監査役のポストによる兼任のケースは，産業別の内訳では，炭鉱業では 13 社で 14

件，鉄鋼業では 9 社で 11 件，金属産業・金属加工業では 2 社で 2 件，化学産業では 12 社で

12 件，電機産業では 6 社で 7 件，自動車産業では 4 社で 6 件，機械産業では 14 社で 14 件，

精密機械産業・光学産業では 1 社で 1 件，石油産業では 3 社で 4 件，食品産業では 3 社で 3

件，繊維・紡績・織物産業では 5 社で 5 件，醸造業では 9 社で 9 件，流通業では 4 社で 4 件，

銀行業では 43 社で 54 件，保険業では 17 社で 18 件，電力業・ガス産業・エネルギー産業で

は 6 社で 7 件，交通業では 7 社で 7 件，その他の産業では 44 社で 50 件となっていた。その
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合計は 202 社であり，兼任の総件数は 228 件であった。その数は，ドイツ銀行の合計 216 社

で 256 件と比べるとやや少ないが，数自体としてはかなり多く，広範な兼任関係が築かれて

いたといえる。しかし，合計 277 社で 305 件の兼任件数があったドレスナー銀行の第 1 次大

戦後のインフレーション期 22）と比べると，その数はかなり少なかった。監査役のポストによ

る 兼 任 で は， 炭 鉱 業 の Harpener Bergbau AG， 鉄 鋼 業 の Vereinigte Sthalwerke AG，

Rheinische Stahlwerke AG，電機産業の AEG，Brown, Boveri & Cie. AG，自動車産業の

Daimler-Benz AG，Bayerische Motoren Werke AG，機械産業の Maschinenfabrik Augsburg-

Nürnberg AG（MAN），石油産業の Deutsch Erdöl-AG，保険業の Allianz und Stuttgarter 

Verein Versicherungs-AG，Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft，電力業・ガス産

業・エネルギー産業の Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätwerk AG のような，それぞれの

産業における代表的な企業がみられた。なかでも，特筆すべきは，3 大銀行のひとつでありド

レスナー銀行とは競争関係にある Commerz- und Privat-Bank AG との兼任関係がみられた

ということであり，後述するように，それは 2 つの監査役のポストによる兼任関係となって

おり，強い人的結合がみられたということである。

　一方，ドレスナー銀行の役員（監査役会および取締役会のメンバー）が同一企業の監査役会にお

いて 2 件以上の直接兼任があった企業をみると（表 4 参照），そのようなケースは合計で 41 社

存在しており，合計 88 件の兼任関係がみられた。57 社において合計 131 件の兼任関係がみ

られたドイツ銀行の場合と比べると，その数は少ないが，企業数と兼任件数のいずれでみても

比較的多い。また 2 件以上の兼任関係が 58 社において合計 130 件がみられたドレスナー銀行

の第 1 次大戦後のインフレーション期 23）と比べても，少なかった。

　産業の内訳をみると，炭鉱業が 3 社で 6 件，鉄鋼業が 2 社で 5 件，化学産業が 1 社で 2 件，

表 4　ドレスナー銀行役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における 2 件以上の直接兼任のケース

兼任件数
産　業

2　件 3　件 合　計

炭 鉱 業 3 社 6 件 ― 3 社 6 件

鉄 鋼 業 1 社 2 件 1 社 3 件 2 社 5 件

化 学 産 業 1 社 2 件 ― 1 社 2 件

電 機 産 業 1 社 2 件 1 社 3 件 2 社 5 件

自 動 車 産 業 1 社 2 件 1 社 3 件 2 社 5 件

機 械 産 業 2 社 4 件 ― 2 社 4 件

石 油 産 業 1 社 2 件 ― 1 社 2 件

醸 造 業 1 社 2 件 ― 1 社 2 件

銀 行 業 12 社 24 件 1 社 3 件 13 社 27 件

保 険 業 1 社 2 件 ― 1 社 2 件

電力業・ガス産業・エネルギー産業 3 社 6 件 ― 3 社 6 件

そ の 他 の 産 業 8 社 16 件 2 社 6 件 10 社 22 件

全 産 業 35 社 70 件 6 社 18 件 41 社 88 件

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Dresdner Bank, Geschäftsbericht, 各年度版，Handbuch der deutschen 
Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。
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電機産業が 2 社で 5 件，自動車産業が 2 社で 5 件，機械産業が 2 社で 4 件，石油産業が 1 社

で 2 件，醸造業が 1 社で 2 件，銀行業が 13 社で 27 件，保険業が 1 社で 2 件，電力業・ガス

産業・エネルギー産業が 3 社で 6 件，その他の産業が 10 社で 22 件となっていた。これらの

企業のなかには，鉱工業部門では，炭鉱業の Harpener Bergbau AG，鉄鋼業の Vereinigte 

Sthalwerke AG，電機産業の AEG，自動車産業の Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer AG，

石油産業の Deutsch Erdöl-AG，金融部門では保険業の Allianz und Stuttgarter Verein 

Versicherungs-AG のような当該産業の主要企業が存在していた。

　兼任件数別にみると，合計 3 件以上の兼任のあった企業は 6 社で 18 件みられ，その数はド

イツ銀行の 13 社 43 件よりも少なかったが，3 件以上の兼任がみられた企業の数は，その数

が 12 社で 38 件であったドレスナー銀行の第 1 次大戦後のインフレーション期 24）と比べても

少なかった。3 件の兼任関係があった企業は，鉄鋼業の Vereinigte Stahlwerke AG，電機産

業の AEG，自動車産業の Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer AG，銀行業の Allianz und 

Stuttgarter Lebensversicherungsbank AG，その他の産業の Treuhand-Vereinigung AG，

Universum-Film AG の 6 社であった。これらの企業以外の 35 社は，合計 2 件の兼任関係の

存在する企業であった。それを産業別にみると，炭鉱業が 3 社，鉄鋼業が 1 社，化学産業が 1

社，電機産業が 1 社，自動車産業が 1 社，機械産業が 2 社，石油産業が 1 社，醸造業が 1 社，

銀行業が 12 社，保険業が 1 社，電力業・ガス産業・エネルギー産業が 3 社，その他の産業が

8 社であった。

　兼任のポストを考慮に入ると，3 件の兼任がみられた企業については，監査役会会長と 2 つ

の監査役のポストでの兼任がみられた企業は，Treuhand-Vereinigung AG の 1 社であった。

1 つの監査役会副会長と 2 つの監査役のポストでの兼任がみられた企業は，AEG，Adlerwerke 

vorm. Heinrich Kleyer AG の 2 社であった。3 つの監査役ポストによる兼任となっていた企

業は，Vereinigte Sthalwerke AG，Allianz und Stuttgarter Lebensversicherungsbank AG，

Universum-Film AG の 3 社であった。

　2 件の兼任が成立していた残りの 35 社についてみると，監査役会会長と監査役会副会長の

ポストによる兼任がみられた企業は，その他の産業に属する Hotelbetriebs-AG の 1 社であっ

た。監査役会会長と監査役のポストによる兼任がみられた企業は，炭鉱業の Harpener 

Bergbau AG，Grube Leopold AG，鉄鋼業の Mitteldeutsche Stahlwerke AG，化学産業の

Wintershall AG， 醸 造 業 の Engelhardt-Brauerei AG， 銀 行 業 の Deutsche Bau- und 

Bodenbank AG，Hermes Kreditversicherungsbank AG，その他の産業に属する Berliner 

Druck- und Zeitungsbetriebe AG，Norddeutsche Eiswerke AG の 9 社であった。2 つの監

査役会副会長のポストによる兼任がみられた企業は，電力業・ガス産業・エネルギー産業の

Brandenburgische Elektricitäts-, Gas- und Wasser-Werke AG の 1 社であった。監査役会副
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会長と監査役のポストによる兼任がみられた企業は，電機産業の Gesellschaft für elektrische 

Unternehmungen-Ludw. Loewe & Co. AG， 機 械 産 業 の Waggon- und Maschinenfabrik 

vorm. Busch，Rheinmetall-Borsig AG（Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik），銀行業

の Mercurbank，電力業・ガス産業・エネルギー産業の Elektricitäts-Lieferungs Gesellschaft，

その他の産業に属する Deutsche- Atlantische Telegraphengesellschaft AG，Norddeutsche 

Portland-Cementfabtik Misburg, AG の 7 社であった。2 つの監査役のポストによる兼任が

成立していた企業は，炭鉱業の Rheinische AG für Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation，

自動車産業の Daimler-Benz AG，石油産業の Deutsch Erdöl-AG，銀行業の Bank von 

Danzig，Bank des Berliner Kassenvereins，Commerz- und Privat-Bank AG，Akzeptbank 

AG，Allgemeine Deutsche Creditanstalt，Norddeutsche Kreditbank AG，Nordstern 

Lebensversicherungsbank AG，Bank für Brau-Industrie，Deutsche Hypothekenbank, 

Meiningen，保険業の Allianz und Stuttgarter Verein Versicherungs-AG，電力業・ガス産

業・エネルギー産業の Deutsche Electrizitätswerke zu Aachen Garbe, Lahmeyer & Co., 

AG，その他の産業の Zucker-Raffinerei Hildesheim GmbH，Zuckerfabrik Klein-Wanzleben 

vorm. Rabbethge & Giesecke AG，Gemeinnützige Baugesellschaft für Aachen und 

Burtscheid AG の 17 社であった。

　また 2 件以上の兼任があった企業をドレスナー銀行の監査役会メンバーによるものに限定してみてお

くと，2 以上の兼任があった企業は 14 社であり，合計 28 件の兼任関係が成立していたが，すべてが合

計 2 件の兼任であった。30 社において合計 68 件のそのような兼任関係が成立していたドイツ銀行と比

べると，企業数と兼任件数のいずれでみてもかなり少なかった。また 32 社において合計 69 件のその

ような兼任関係が成立してドレスナー銀行の第 1 次大戦後のインフレーション期 25）と比べても，かな

り少なかった。

　ドレスナー銀行の監査役会メンバーによる他社の監査役会における 2 件以上の兼任がみられた 14 社は，

鉄鋼業の Vereinigte Stahlwerke AG，電機産業の AEG，機械産業の Waggon- und Maschinenfabrik vorm. 

Busch，銀行業の Hermes Kreditversicherungsbank AG，Allianz und Stuttgarter Lebensversicherungsbank 

AG，Commerz- und Privat-Bank AG，Allgemeine Deutsche Creditanstalt，Norddeutsche Kreditbank 

AG，保険業の Allianz und Stuttgarter Verein Versicherungs-AG，電力業・ガス産業・エネルギー産

業の Deutsche Electrizitätswerke zu Aachen Garbe, Lahmeyer & Co., AG，その他の産業に属する

Treuhand-Vereinigung AG，Universum-Film AG，Zucker-Raffinerei Hildesheim GmbH，Gemeinnützige 

Baugesellschaft für Aachen und Burtscheid AG であった。これら 14 社のうち，監査役会会長と監査

役のポストによる兼任がみられ企業は 1 社，監査役会副会長と監査役のポストによる兼任がみられた企

業は 2 社，2 つの監査役のポストによる兼任がみられた企業は 11 社であった。
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　ドレスナー銀行の監査役会および取締役会のメンバーが同一企業の監査役会において 2 件以上の

直接兼任の関係を築いていた上述のケースとの比較でみると，兼任件数が少なくなっている企業がみら

れる。それは，Vereinigte Sthalwerke AG，AEG，Allianz und Stuttgarter Lebensversicherungsbank 

AG，Treuhand-Vereinigung AG，Universum-Film AG の 5 社 で あ っ た。 こ の う ち，Treuhand-

Vereinigung AG では，監査役会会長のポストによる 1 件分の兼任が少なかったが，他の 4 社では，い

ずれにおいても，監査役のポストによる 1 件分の兼任が少なかった。これら 5 社以外の 9 社の企業で

は，兼任件数は，ドレスナー銀行の監査役会および取締役会のメンバーが他社の監査役会において 2 件

以上の直接兼任をもつケースとして分析した上述の結果と一致している。

　さらに，それぞれの産業において互いに競争関係にあるさまざまな企業と監査役会のポスト

をとおしてどのような結合関係があったのかという点を金融関連以外の部門についてみると，

炭鉱業では，Harpener Bergbau AG，Gebrüder Stumm GmbH などのような競争関係にあ

る主要企業において兼任関係が築かれていた。Harpener Bergbau AG とは監査役会会長と監

査役の合計 2 つのポストによって，Gebrüder Stumm GmbH とは 1 つの監査役会会長のポス

トによって人的結合が成立していた。鉄鋼業では，最大企業である Vereinigte Sthalwerke 

AG，Rheinische Stahlwerke AG などの互いに競争関係にある企業との兼任関係がみられた

が，とくに前者とは 3 つの監査役のポストによる強い結びつきがみられた。電機産業でも，

AEG，Brown, Boveri & Cie. AG といった代表的企業との兼任関係があり，前者とは 1 つの

監査役会副会長と 2 つの監査役の合計 3 つのポストによる人的結合がみられた。自動車産業

では，競争関係にある Daimler-Benz AG，Bayerische Motoren Werke AG，Adlerwerke vorm. 

Heinrich Kleyer AG などの主要企業との兼任関係がみられた。とくに Adlerwerke vorm. 

Heinrich Kleyer AG との間では監査役会副会長と監査役のポストによる兼任がみられる一方

で，Daimler-Benz AG との間では 2 つの監査役のポストによる兼任が成立していた。同様の

事例は，他の業種・産業においてもみられたが，3 大銀行のひとつでありドレスナー銀行とは

競争関係にある Commerz- und Privat-Bank AG とも，2 つの監査役のポストをとおしての強

い兼任関係が築かれていた。

　このような同一産業の競争関係にある企業の監査役会のポストによる多くの兼任関係をとお

して，ドレスナー銀行にとっても，さまざまな産業にわたり多くの企業に関する情報の入手・

共有，銀行の政策の展開，企業間の利害の調整という点での大きな可能性を開く手段が得られ

ことになったといえる。その意味でも，他社の監査役会における直接兼任によるこのような人

的結合関係は，産業・銀行間関係の根幹をなすものとして重要な意味をもつものであったとい

える。
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3　コメルツ銀行役員の直接兼任構造

　またコメルツ銀行の役員兼任による人的結合について，同行の監査役会および取締役会のメ

ンバーが他社の監査役会において直接兼任の関係にあったケースをみると（表 5 参照），その企

業数は 240 社であり，合計 286 件の兼任関係が成立していた。368 社において合計 431 件の

兼任関係が成立していた第 1 次大戦後のインフレーションの時期 26）と比べると，それらの数

は少ない。240 社において 286 件みられた兼任を産業別にみると，炭鉱業が 12 社で 15 件，

鉄鋼業が 13 社で 18 件，金属産業・金属加工業が 9 社で 10 件，化学産業が 11 社で 14 件，

電機産業が 12 社で 12 件，自動車産業が 4 社で 5 件，機械産業が 23 社で 24 件，造船業が 3

社で 4 件，石油産業が 2 社で 2 件，食品産業が 2 社で 2 件，繊維・紡績 ･ 織物産業が 9 社で

9 件，醸造業が 11 社で 15 件，流通業が 9 社で 9 件，銀行業が 29 社で 37 件，保険業が 13 社

で 15 件，電力業・ガス産業・エネルギー産業が 6 社で 9 件，交通業が 11 社で 13 件，その他

の産業が 61 社で 73 件となっている。

　このように，コメルツ銀行の場合でも，他社の監査役会における兼任関係は多岐にわたる産

業におよんでおり，ドイツ銀行の 323 社，合計 397 件とは大きな差がみられたが，ドレスナー

銀行の 286 社，合計 333 件との比較では，その差は小さくなっており，広範な人的結合関係

が築かれていたといえる。コメルツ銀行にとって同業種である銀行業や金融部門に属する保険

表 5　コメルツ銀行役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における直接兼任の状況

（注）：※） 2 件以上の兼任ポストがある企業が存在するため，兼任のみられる企業全体の数は各職位別の企業数の合計と

一致しない場合がある。

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Commerz- und Privat-Bank AG, Geschäftsbericht, 各年度版，Handbuch der 
deutschen Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

　　　兼任状況
産　業

監査役会
会長

監査役会
副会長

監査役
監査役会の
職位全体※）

炭 鉱 業 3 社 3 件 1 社 1 件 8 社 11 件 12 社 15 件

鉄 鋼 業 3 社 3 件 ― 12 社 15 件 13 社 18 件

金 属 産 業 ・ 金 属 加 工 業 1 社 1 件 3 社 3 件 6 社 6 件 9 社 10 件

化 学 産 業 2 社 2 件 ― 10 社 12 件 11 社 14 件

電 機 産 業 3 社 3 件 2 社 2 件 7 社 7 件 12 社 12 件

自 動 車 産 業 1 社 1 件 ― 3 社 4 件 4 社 5 件

機 械 産 業 6 社 6 件 4 社 4 件 14 社 14 件 23 社 24 件

造 船 業 ― ― 3 社 4 件 3 社 4 件

石 油 産 業 ― ― 2 社 2 件 2 社 2 件

食 品 産 業 ― 1 社 1 件 1 社 1 件 2 社 2 件

繊 維 ・ 紡 績 ・ 織 物 産 業 4 社 4 件 1 社 1 件 4 社 4 件 9 社 9 件

醸 造 業 2 社 2 件 4 社 4 件 7 社 9 件 11 社 15 件

流 通 業 3 社 3 件 ― 6 社 6 件 9 社 9 件

銀 行 業 2 社 2 件 1 社 1 件 28 社 34 件 29 社 37 件

保 険 業 1 社 1 件 ― 12 社 14 件 13 社 15 件

電力業・ガス産業・エネルギー産業 ― 1 社 1 件 5 社 8 件 6 社 9 件

交 通 業 4 社 4 件 1 社 2 件 7 社 7 件 11 社 13 件

そ の 他 の 産 業 18 社 18 件 7 社 7 件 45 社 48 件 61 社 73 件

全 産 業 53 社 53 件 26 社 27 件 180 社 206 件 240 社 286 件
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業以外では，炭鉱業，鉄鋼業，化学産業，電機産業，機械産業や醸造業において多くの企業と

の直接兼任が成立しており，ドイツ銀行やドレスナー銀行の場合と同様に，ドイツの基幹産業

である重化学工業部門にとくに大きな重点がおかれているという状況にあったといえる。

　監査役会の職位との関連でみると，監査役会会長のポストによる兼任のケースは，炭鉱業で

は 3 社，鉄鋼業では 3 社，金属産業・金属加工業では 1 社，化学産業では 2 社，電機産業で

は 3 社，自動車産業では 1 社，機械産業では 6 社，繊維・紡績 ･ 織物産業では 4 社，醸造業

では 2 社，流通業では 3 社，銀行業では 2 社，保険業では 1 社，交通業では 4 社，その他の

産業では 18 社となっており，各社 1 件であり，合計では 53 社で 53 件であった。合計 90 社

で 91 件となっていたドイツ銀行と比べるとその数は少ないが，62 社で 62 件となっていたド

レスナー銀行と比べると，あまり大きな差はみられない。合計 105 社で 107 件となっていた

コメルツ銀行の第 1 次大戦後のインフレーション期 27）と比べると，その数はかなり少なかっ

た。またその相手企業をみると，ドイツ銀行の場合のようには当該産業の最も代表的な企業と

の兼任関係はみられず，そのようなケースは比較的少なかったといえる。

　監査役会副会長のポストによる兼任のケースは，炭鉱業では 1 社で 1 件，金属産業・金属

加工業では 3 社で 3 件，電機産業では 2 社で 2 件，機械産業では 4 社で 4 件，食品産業では

1 社で 1 件，繊維・紡績 ･ 織物産業では 1 社で 1 件，醸造業では 4 社で 4 件，銀行業では 1

社で 1 件，電力業・ガス産業・エネルギー産業が 1 社で 1 件，交通業では 1 社で 2 件，その

他の産業では 7 社で 7 件となっており，合計では 26 社において 27 件の兼任関係がみられた。

その企業数と件数のいずれをみても，ドイツ銀行の合計 50 社で 50 件，ドレスナー銀行の合

計 42 社で 43 件と比べるとかなり少なく，大きな相違がみられた。また合計 44 社において

44 件の兼任関係がみられたコメルツ銀行の第 1 次大戦後のインフレーション期 28）と比べて

も，それらの数は少なかった。

　さらに監査役のポストによる兼任のケースは，炭鉱業では 8 社で 11 件，鉄鋼業では 12 社

で 15 件，金属産業・金属加工業は 6 社で 6 件，化学産業では 10 社で 12 件，電機産業では 7

社で 7 件，自動車産業では 3 社で 4 件，機械産業では 14 社で 14 件，造船業では 3 社で 4 件，

石油産業では 2 社で 2 件，食品産業では 1 社で 1 件，繊維・紡績 ･ 織物産業では 4 社で 4 件，

醸造業では 7 社で 9 件，流通業では 6 社で 6 件，銀行業では 28 社で 34 件，保険業では 12

社で 14 件，電力業・ガス産業・エネルギー産業では 5 社で 8 件，交通業では 7 社で 7 件，そ

の他の産業では 45 社で 48 件となっており，合計 180 社で 206 件となっていた。合計 216 社

で 256 件となっていたドイツ銀行と比べるとやや少ないが，ドレスナー銀行の合計 202 社で

228 件との比較では，あまり大きな差はみられなかった。また合計 251 社で 280 件となって

いたコメルツ銀行の第 1 次大戦後のインフレーション期 29）と比べると少なかったが，数自体

としてはかなり多く，広範な兼任関係が築かれていたといえる。銀行業や保険業以外では，鉄
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鋼業，化学産業，機械産業などの企業との兼任が多かった。これらの企業には，鉄鋼業の最大

企業である Vereinigte Stahlwerke AG や Klöckner-Werke AG，電機産業の AEG，自動車産

業の Daimler-Benz AG，Auto-Union AG，造船業の Howaldtswerke AG，Deutsche Werft 

AG，保険業の Allianz und Stuttgarter Verein Versicherungs-AG やゲーリング・コンツェ

ルン系の 3 つの企業など各産業の代表的企業との兼任がみられた。また 3 大銀行のひとつで

ある Dresdner Bank との兼任関係もみられ，後述するように，それは 2 つの監査役のポスト

による強い人的結合となっていた。

　一方，コメルツ銀行の役員（監査役会および取締役会のメンバー）が同一企業の監査役会におい

て 2 件以上の直接兼任の関係を築いていた企業をみると（表 6 参照），その数は合計 39 社であ

り，合計 85 件の兼任関係があったが，57 社において合計 131 件の兼任関係がみられたドイ

ツ銀行と比べると，企業数も兼任件数も少なかったが，41 社において合計 88 件の兼任関係が

あったドレスナー銀行との比較では，企業数も兼任件数もほぼ同じであった。また合計 52 社

において合計 115 件のそのような兼任関係がみられたコメルツ銀行の第 1 次大戦後のインフ

レーション期 30）と比べると，少なかった。39 社において合計 85 件となっていた兼任の産業

別の内訳をみると，炭鉱業が 2 社で 5 件，鉄鋼業が 5 社で 10 件，金属産業・金属加工業が 1

社で 2 件，化学産業が 3 社で 6 件，自動車産業が 1 社で 2 件，機械産業が 1 社で 2 件，造船

業が 1 社で 2 件，醸造業が 3 社で 7 件，銀行業が 6 社で 14 件，保険業が 2 社で 4 件，電力

業・ガス産業・エネルギー産業が 2 社で 5 件，交通業が 2 社で 4 件，その他の産業が 10 社で

22 件となっていた。

　兼任件数別にみると，3 件以上の兼任がみられた企業は，炭鉱業の Burbach-Kaliwerke 

AG，醸造業の Brauerei Gebr. Dietrich AG，銀行業の Deutsche Hypothekenbank, Meiningen，

表 6　コメルツ銀行役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における 2 件以上の直接兼任のケース

兼任件数
産　業

2　件 3　件 4　件 合　計

炭 鉱 業 1 社 2 件 1 社 3 件 ― 2 社 5 件

鉄 鋼 業 5 社 10 件 ― ― 5 社 10 件

金 属 産 業 ・ 金 属 加 工 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

化 学 産 業 3 社 6 件 ― ― 3 社 6 件

自 動 車 産 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

機 械 産 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

造 船 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

醸 造 業 2 社 4 件 1 社 3 件 ― 3 社 7 件

銀 行 業 4 社 8 件 2 社 6 件 ― 6 社 14 件

保 険 業 2 社 4 件 ― ― 2 社 4 件

電力業・ガス産業・エネルギー産業 1 社 2 件 1 社 3 件 ― 2 社 5 件

交 通 業 2 社 4 件 ― ― 2 社 4 件

そ の 他 の 産 業 9 社 18 件 ― 1 社 4 件 10 社 22 件

全 産 業 33 社 66 件 5 社 15 件 1 社 4 件 39 社 85 件

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Commerz- und Privat-Bank AG, Geschäftsbericht, 各年度版，Handbuch der 
deutschen Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。
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Deutsche Schiffsbeleihungs-Bank AG，電力業・ガス産業・エネルギー産業の Hamburgische 

Elektricitäts-Werke AG，その他の産業に属する Hansa-Mühle AG（Hanseatische Mühlenwerke 

AG）の 6 社であり，合計の件数は 19 件であった。これら 5 社のうち，Hansa-Mühle AG

（Hanseatische Mühlenwerke AG）では 4 件の兼任がみられた。他の 5 社では，いずれにおいて

も，3 件の兼任関係がみられ，合計で 15 件であった。3 件以上の兼任があったケースは，ド

イツ銀行の 13 社 43 件よりはかなり少なかったが，ドレスナー銀行の 6 社 18 件とほぼ同じで

あった。また 3 件以上の兼任のあった企業が 9 社あり兼任件数が 29 件であったコメルツ銀行

の第 1 次大戦後のインフレーション期 31）と比べると，企業数も兼任件数も少なかった。合計

2 件の兼任関係の存在した企業は，残りの 33 社であった。それを産業別にみると，炭鉱業が

1 社，鉄鋼業が 5 社，金属産業・金属加工業が 1 社，化学産業が 3 社，自動車産業が 1 社，

機械産業が 1 社，造船業が 1 社，醸造業が 2 社，銀行業が 4 社，保険業が 2 社，電力業・ガ

ス産業・エネルギー産業が 1 社，交通業が 2 社，その他の産業が 9 社であった。

　兼任のポストを考慮に入ると，4 件の兼任がみられた Hansa-Mühle AG（Hanseatische 

Mühlenwerke AG）では，それぞれ 1 つの監査役会会長と監査役会副会長のポストに加え

て 2 つの監査役のポストによる兼任関係が成立していた。また 3 件の兼任が成立してい

た企業についてみると，監査役会会長と 2 つの監査役のポストによる兼任が成立していた

企業は，Brauerei Gebr. Dietrich AG，Deutsche Hypothekenbank, Meiningen，Deutsche 

Schiffsbeleihungs-Bank AG の 3 社であった。3 つの監査役のポストでの兼任がみられた企業

は，Burbach-Kaliwerke AG，Hamburgische Elektricitäts-Werke AG の 2 社であった。

　2 件の兼任があった 33 社の企業をみると，監査役会会長と監査役会副会長のポストによる

兼任がみられた企業は，その他の産業に属する Neußer Papier- und Pergamentpapierfabrik 

AG の 1 社であった。監査役会会長と監査役のポストによる兼任関係がみられた企業は，鉄鋼業

の Buderus’sche Eisenwerke，Hüttenwerke C. Wilhelm Kayser & Co.，化学産業の Chemische 

Fabrik Buckau，交通業の Neue Deutsch-Böhmische Elbe-Schiffahrts-AG，その他の産業の

Portland Cementwerk Saxonia vorm. Heinr. Laas Söhne，Zuckerfabrik Froebeln AG，

Truhand AG の 7 社であった。2 つの監査役会副会長のポストによる兼任が成立していた企業

は，交通業の Neue Norddeutsche und Vereinigte Elbeschiffahrt-AG の 1 社であった。監査

役会副会長と監査役のポストによる兼任がみられた企業は，金属産業・金属加工業の Berlin-

Karlsruher Industrie-Werke AG，機械産業の Pittler Wekzeugmaschinenfabrik AG，醸造

業の Schultheiss-Patzenhofer Brauerei-AG，その他の産業に属する Portland-Zementwerke 

Dyckerhoff-Wickung AG，Feldmühle, Papie- und Zellstoffwerke AG，Zuckerfabrik 

Fraustadt の 6 社であった。一方，2 つの監査役のポストによる兼任が成立していた企業は，

炭鉱業の Braunkohlen-Industrie AG Zukunft，鉄鋼業の Klöckner- Werke AG，Vereinigte 
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Stahlwerke AG，Mitteldeutsche Stahlwerke AG，化学産業の A. Riebeck’sche Montanwerke 

AG，Consolidirte Alkaliwerke，自動車産業の Daimler-Benz AG，造船業の Howaldtswerke 

AG，醸造業の Bavaria und St. Pauli-Brauerei，銀行業の Waaren-Commissions-Bank，

Westdeutsche Bodenkreditanstalt AG，Dresdner Bank，Deutsche Centralbodenkredit 

AG，保険業の Elbe und Saale Versicherungs-AG，Köln-Düsseldorfer Versicherungs-AG，

電力業・ガス産業・エネルギー産業の Allgemeine Gas- und Elektrizitäts-Gesellschaft，そ

の他の産業に属する Boswau & Knauer AG，Hotelbetriebs-AG の 18 社であった。

　また 2 件以上の兼任がみられた企業をコメルツ銀行の監査役会メンバーによるものに限定してみてお

くと，そのような企業は 16 社存在しており，兼任件数は 34 件となっていた。合計で 3 件の兼任がみ

られた企業は 2 社であり，他の 14 社では，いずれにおいても，合計で 2 件の兼任であった。そのよう

な兼任関係が 30 社において 68 件成立していたドイツ銀行と比べると企業数も兼任数もかなり少なかっ

たが，14 社において合計 28 件の兼任となっていたドレスナー銀行よりはやや多かった。また 13 社に

おいて合計 29 件のそのような兼任関係が成立していたコメルツ銀行の第 1 次大戦後のインフレーショ

ン期 32）と比べても，やや多かった。

　合計で 3 件の兼任がみられた企業は，電力業・ガス産業・エネルギー産業の Hamburgische 

Elektricitäts-Werke AG，その他の産業に属する Hansa-Mühle AG（Hanseatische Mühlenwerke AG）

の 2 社であった。合計で 2 件の兼任となっていた企業は，炭鉱業の Burbach-Kaliwerke AG，鉄鋼業

の Buderus’sche Eisenwerke，Hüttenwerke C. Wilhelm Kayser & Co.，金属産業・金属加工業の

Berlin-Karlsruher Industrie-Werke AG，化学産業の Consolidirte Alkaliwerke，醸造業の Schultheiss-

Patzenhofer Brauerei-AG，銀行業の Deutsche Hypothekenbank, Meiningen，Deutsche Schiffsbeleihungs-

Bank AG，Waaren-Commissions-Bank，Westdeutsche Bodenkreditanstalt AG，Dresdner Bank，保険

業の Elbe und Saale Versicherungs-AG，交通業の Neue Deutsch-Böhmische Elbe-Schiffahrts-AG，

その他の産業に属する Treuhand AG の 14 社であった。これら 14 社のうち，監査役会会長と監査役の

ポストによる兼任がみられた企業は 6 社，監査役会副会長と監査役のポストによる兼任がみられた企業

は 2 社，2 つの監査役のポストによる兼任がみられた企業は 6 社であった。

　コメルツ銀行の監査役会および取締役会のメンバーが同一企業の監査役会において 2 件以上の兼任関

係を築いていた上述のケースとの比較でみると，兼任件数が少なくなっている企業がみられる。それは，

Burbach-Kaliwerke AG，Deutsche Hypothekenbank,Meiningen，Deutsche Schiffsbeleihungs-Bank AG，

Hansa-Mühle AG（Hanseatische Mühlenwerke AG）の 4 社であった。Hansa-Mühle AG（Hanseatische 

Mühlenwerke AG）では監査役会副会長のポストによる 1 件分の兼任が少なく，他の 3 社では，いず

れにおいても，監査役のポストによる 1 件分の兼任が少なかった。これら 4 社以外の 12 社の企業では，

兼任件数は，コメルツ銀行の監査役会および取締役会のメンバーが他社の監査役会において 2 件以上の
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兼任関係を築いていたケースとして分析した上述の結果と一致している。

　またそれぞれの産業において互いに競争関係にあるさまざまな企業と監査役会のポストをと

おしてどのような結合関係があったのかという点を金融関連以外の部門についてみると，例え

ば鉄鋼業では，最大のトラスト企業のひとつである Vereinigte Stahlwerke AG や Klöckner-

Werke AG のような競争関係にある大企業との兼任があり，いずれにおいても，2 つの監査役

のポストによる人的結合関係が築かれていた。自動車産業でも，最有力企業であった

Daimler-Benz AG のほか Auto-Union AG や Brennabor-Werke AG との兼任関係があったが，

Daimler-Benz AG とは 2 つの監査役のポストによって，Brennabor-Werke AG とは監査役会

会長のポストによって人的結合関係が成立していた。機械産業では，Maschienenbau AG, Balcke，

Maschinenfabrik Buckau R. Wolf AG，Orenstein & Koppel AG，Pittler Wekzeugmaschinenfabrik 

AG のような互いに競争関係にある多くの主要企業との間で，兼任関係が築かれていた。なか

でも，Pittler Wekzeugmaschinenfabrik AG とは，監査役会副会長と監査役の 2 つのポスト

による兼任関係が築かれていたほか，Maschienenbau AG, Balcke とは監査役会会長のポスト

によって，Maschinenfabrik Buckau R. Wolf AG とは 1 つの監査役会副会長のポストによっ

て兼任関係が築かれていた。また造船業でも，Howaldtswerke AG，Deutsche Werft AG と

いう互いに競争関係にある代表的企業との兼任があったが，前者とは 2 つの監査役のポスト

による兼任関係が成立していた。保険業でも同様に，Allianz und Stuttgarter Verein 

Versicherungs-AG のほか，ゲーリング・コンツェルン系の企業（Gerling-Konzern Allgemeine 

Versicherungs AG，Gerling-Konzern Lebensversicherungs AG，Gerling-Konzern Rheinische 

Versicherungsgruppe AG）などの互いに競争関係にある企業との兼任がみられた。同様の事例

は，他の産業においても広くみられたが，3 大銀行のひとつでありコメルツ銀行とは競争関係

にある Dresdner Bank とも，2 つの監査役のポストをとおしての兼任関係がみられた。

　以上のように，コメルツ銀行の役員による他社の監査役会における直接兼任のかたちでの人

的結合では，企業数と兼任件数のいずれでみても，また 2 件以上の兼任関係が成立していた

ケースでみても，それらの数が最も多かったドイツ銀行とは大きな開きが存在していた。ドレ

スナー銀行との比較でみれば，兼任のみられた企業数や総件数は，監査役会会長，監査役会副

会長，監査役のいずれのポストによる兼任をみても少なかったが，2 件以上の兼任がみられた

ケースでは，企業数と件数のいずれにおいてもほぼ同じ水準にあった。

　こうした役員の直接兼任による人的結合関係の形成は，大銀行がさまざまな産業におよんで

多くの企業の情報を入手・共有し，銀行の政策，企業間の利害の調整をはかる上で，大きな可

能性を開く手段をなすものである。その点では，兼任先の企業数でみても，また兼任の件数で

みても，ドイツ銀行が最も多く，他の企業との役員の直接兼任による人的結合関係は最も強力
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なものであり，同行とドレスナー銀行，コメルツ銀行との間では，その条件にはやや相違もみ

られたといえる。

Ⅲ　大銀行間の役員の間接兼任構造

　これまでの考察において，ドイツ銀行，ドレスナー銀行およびコメルツ銀行という 3 大銀

行の監査役会と取締役会のメンバーが他社の監査役会において直接兼任をとおしてどのような

人的結合関係を形成していたのかという点についてみてきた。それをふまえて，Ⅲでは，他社

の監査役会においてこれらの銀行の間で成立していた間接兼任による人的結合の構造について

分析を行うことにする。すなわち，3 大銀行間で成立していた間接兼任についてみた上で，そ

のようなケースを除くと，ドイツ銀行とドレスナー銀行の間，ドイツ銀行とコメルツ銀行の

間，ドレスナー銀行とコメルツ銀行の間で，それぞれどのような間接兼任による人的結合関係

が築かれていたのかという点の解明を試みる。

1　ドイツ銀行，ドレスナー銀行，コメルツ銀行の間での役員の間接兼任構造

　まずドイツ銀行，ドレスナー銀行およびコメルツ銀行という 3 大銀行間で他社の監査役会

において成立していた間接兼任についてみると（表 7 参照），そのようなケースは合計 36 社で

みられ，総件数は 152 件であった。第 1 次大戦後のインフレーション期との比較でみると，

合計 16 社，総件数 70 件 33）よりもかなり多かった。

　間接兼任の状況を産業別の内訳でみると，炭鉱業が 3 社で 11 件，鉄鋼業が 4 社で 21 件，

化学産業が 5 社で 17 件，電機産業が 2 社で 11 件，自動車産業が 1 社で 6 件，機械産業が 3

表 7　ドイツ銀行，ドレスナー銀行，コメルツ銀行の間で他社の監査役会において成立している間接兼任の状況

兼任件数
産　業

3　件 4　件 5　件 6　件 8　件 9　件 合　計

炭 鉱 業 1 社 3 件 2 社 8 件 ― ― ― ― 3 社 11 件

鉄 鋼 業 1 社 3 件 1 社 4 件 1 社 5 件 ― ― 1 社 9 件 4 社 21 件

化 学 産 業 3 社 9 件 2 社 8 件 ― ― ― ― 5 社 17 件

電 機 産 業 ― ― 1 社 5 件 1 社 6 件 ― ― 2 社 11 件

自 動 車 産 業 ― ― ― 1 社 6 件 ― ― 1 社 6 件

機 械 産 業 3 社 9 件 ― ― ― ― ― 3 社 9 件

醸 造 業 ― 1 社 4 件 ― ― ― ― 1 社 4 件

流 通 業 3 社 9 件 ― ― ― ― ― 3 社 9 件

銀 行 業 1 社 3 件 5 社 20 件 2 社 10 件 1 社 6 件 1 社 8 件 ― 10 社 47 件

保 険 業 ― 1 社 4 件 ― ― ― ― 1 社 4 件

そ の 他 の 産 業 ― 2 社 8 件 1 社 5 件 ― ― ― 3 社 13 件

全 産 業 12 社 36 件 14 社 56 件 5 社 25 件 3 社 18 件 1 社 8 件 1 社 9 件 36 社 152 件

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Deutsche Bank und Disconto-Bank, Geschäftsbericht，各年度版，Dresdner Bank, 
Geschäftsbericht，各年度版，Commerz- und Privat-Bank AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch der 
deutschen Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。
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社で 9 件，醸造業が 1 社で 4 件，流通業が 3 社で 9 件，銀行業が 10 社で 47 件，保険業が 1

社で 4 件，その他の産業が 3 社で 13 件であった。監査役会の職位との関連でみると，監査役

会会長のポストによる兼任は 13 社で 14 件，監査役会副会長のそれは 19 社で 25 件，監査役

のそれは 36 社で 113 件であった。

　ドイツの 3 大銀行の間で他社の監査役会での間接兼任が成立していたこれらの企業のそれ

ぞれにおいてどの銀行が主導地立場にあったのかという点とも深く関係する問題として，3 大

銀行のうちのいずれかの銀行が 2 件以上の兼任関係をもつケースを含む企業をみると，その

数は 24 社であり，兼任の総件数は 116 件であった。産業別の内訳をみると，炭鉱業が 2 社で

8 件，鉄鋼業が 3 社で 18 件，化学産業が 2 社で 8 件，電機産業が 2 社で 11 件，自動車産業

が 1 社で 6 件，醸造業が 1 社で 4 件，銀行業が 9 社で 44 件，保険業が 1 社で 4 件，その他の

産業が 3 社で 13 件であった。炭鉱業の Kaliwerke Ascherleben AG，Kaliwerk Salzdetfurth 

AG，鉄鋼業の Vereinigte Sthalwerke AG，Mitteldeutsche Stahlwerke AG， Mansfeld AG für 

Bergbau und Hüttenbetrieb，化学産業の Consolidirte Alkaliwerke， Kokswerke und Chemische 

Fabriken AG，電機産業の AEG，Gesellschaft für elektrische Unternehmungen-Ludw. Loewe 

& Co. AG，自動車産業の Daimler-Benz AG，醸造業の Schulthheiss-Patzenhofer Brauerei 

AG，銀行業の Deutsche Hypothekenbank, Meiningen，Deutsche Centralbodenkredit AG，

Allianz und Stuttgarter Lebensversicherungsbank AG，Deutsche-Asiatische Bank，

Westdeutsche Bodenkreditanstalt，Allgemeine Deustche Credit-Anstalt，Akzeptbank 

AG，Rheinisch-Westfälische Boden-Credit-Bank，Bank des Berliner Kassenvereins，保険

業の Allianz und Stuttgarter Verein Versicherungs-AG，その他の産業に属する Universum-

Film AG，Portland-Zementwerke Dyckerhoff-Wickung AG，Feldmühle, Papier- und 

Zellstoffweke AG が，そのような企業に該当する。兼任件数別にみると，3 銀行をあわせて 9

件の兼任があった企業は 1 社，8 件の兼任があった企業は 1 社，6 件の兼任があった企業は 3

社，5 件の兼任がみられた企業は 5 社，4 件の兼任がみられた企業は 14 社であった。これら

24 社を除く残りの 12 社は，いずれも合計 3 件の兼任がみられた企業であった。

　ドイツ銀行，ドレスナー銀行，コメルツ銀行の 3 銀行あわせて 9 件の兼任があったケース

は鉄鋼業の Vereinigte Sthalwerke AG の 1 社であり，9 つの監査役のポストによる兼任がみ

られたが，ドイツ銀行は 4 つのポストによって，ドレスナー銀行は 3 つのポストによって，

コメルツ銀行は 2 つのポストによって兼任を行っていた。3 行あわせて 8 件の兼任があった

ケースは銀行業の Deutsche Hypothekenbank, Meiningen の 1 社であり，コメルツ銀行は監

査役会会長と 2 つの監査役の合計 3 ポストによって，ドイツ銀行は 1 つの監査役会副会長と 2

つの監査役の合計 3 ポストによって，ドレスナー銀行は 2 つの監査役のポストによって兼任

関係を成立させていた。3 行あわせて 6 件の兼任があったケースは，電機産業の AEG，自動
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車産業の Daimler-Benz AG，銀行業の Deutsche Centralbodenkredit AG の 3 社であった。

AEG では，ドレスナー銀行は 1 つの監査役会副会長と 2 つの監査役の合計 3 ポストによって，

ドイツ銀行は 2 つの監査役のポストによって，コメルツ銀行は 1 つの監査役のポストによっ

て兼任関係を有していた。Daimler-Benz AG では，ドイツ銀行はそれぞれ 1 つの監査役会会

長と監査役会副会長のポストによって，ドレスナー銀行とコメルツ銀行はそれぞれ 2 つの監

査役のポストによって兼任を行っていた。Deutsche Centralbodenkredit AG では，ドイツ銀

行は監査役会会長と 2 つの監査役の合計 3 つのポストによって，コメルツ銀行は 2 つの監査

役のポストによって，ドレスナー銀行は 1 つの監査役のポストによって兼任関係を築いてい

た。

　3 銀行あわせて 5 件の兼任がみられたケースは，鉄鋼業の Mitteldeutsche Stahlwerke AG，

電機産業の Gesellschaft für elektrische Unternehmungen-Ludw. Loew. & Co. AG，銀行業

の Allianz und Stuttgarter Lebensversicherungsbank AG，Allgemeine Deutsche Credit-

Anstalt，その他の産業に属する Universum-Film AG の 5 社であった。Mitteldeutsche 

Stahlwerke AG では，ドレスナー銀行はそれぞれ 1 つの監査役会会長と監査役のポストによっ

て，コメルツ銀行は 2 つの監査役のポストによって，ドイツ銀行は 1 つの監査役のポストに

よって兼任を行っていた。Gesellschaft für elektrische Unternehmungen-Ludw. Loewe & 

Co. AG，Universum-Film AG の 2 社では，いずれにおいても，ドイツ銀行，ドレスナー銀

行，コメルツ銀行の 3 行あわせて 1 つの監査役会副会長，4 つの監査役のポストによる兼任が

成立していた。Gesellschaft für elektrische Unternehmungen-Ludw. Loewe & Co. AG では，

ドレスナー銀行はそれぞれ 1 つの監査役会副会長と監査役のポストによって，ドイツ銀行は 2

つの監査役のポストによって，コメルツ銀行は 1 つの監査役のポストによって兼任関係を築

いていた。Universum-Film AG では，ドレスナー銀行は 3 つの監査役のポストによって，ド

イツ銀行は 1 つの監査役会副会長のポストによって，コメルツ銀行は 1 つの監査役のポスト

によって兼任を行っていた。Allianz und Stuttgarter Lebensversicherungsbank AG では，

ドレスナー銀行は 3 つの監査役のポストによって，ドイツ銀行とコメルツ銀行はそれぞれ 1

つの監査役のポストによって兼任関係を築いていた。Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt

では，ドイツ銀行とドレスナー銀行はそれぞれ 2 つの監査役のポストによって，コメルツ銀

行は 1 つの監査役のポストによって兼任関係を有していた。

　一方，3 銀行あわせて 4 件の兼任があったのは 14 社についてみると，これらのうち，監査

役会会長，監査役会副会長，監査役のポストによる兼任がみられたケースは，鉄鋼業の

Mansfeld AG für Bergbau und Hüttenbetrieb，銀行業の Deutsche-Asiatische Bank の 2 社

であった。Mansfeld AG für Bergbau und Hüttenbetrieb では，ドイツ銀行はそれぞれ 1 つ

の監査役会会長と監査役のポストによって，ドレスナー銀行は 1 つの監査役会副会長のポス
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トによって，コメルツ銀行は 1 つの監査役のポストによって兼任を行っていた。Deutsche-

Asiatische Bank では，ドイツ銀行はそれぞれ 1 つの監査役会会長と監査役会副会長のポスト

によって，ドレスナー銀行とコメルツ銀行がそれぞれ 1 つの監査役のポストによって兼任を

行っていた。監査役会会長と監査役のポストによる兼任がみられたケースは，銀行業の

Westdeutsche Bodenkreditanstalt の 1 社であり，コメルツ銀行は 2 つの監査役のポストに

よって，ドイツ銀行は 1 つの監査役会会長のポストによって，ドレスナー銀行は 1 つの監査

役のポストによって兼任関係を築いていた。また監査役会副会長と監査役のポストによる兼任

が成立していたケースは，炭鉱業の Kaliwerke Aschersleben AG，Kaliwerk Salzdetfurth 

AG，化学産業の Consolidirte Alkaliwerke，Kokswerke und Chemische Fabriken AG，醸

造業の Schulthheiss-Patzenhofer Brauerei AG，銀行業の Akzeptbank AG，その他の産業に

属する Portland-Zementwerke Dyckerhoff-Wickung AG，Feldmühle, Papier- und Zellstoffweke 

AG の 8 社であった。Kaliwerke Ascherleben AG，Kaliwerk Salzdetfurth AG の 2 社では，

いずれにおいても，ドイツ銀行は 2 つの監査役のポストによって，ドレスナー銀行は 1 つの

監査役会副会長のポストによって，コメルツ銀行は 1 つの監査役のポストによって兼任関係

を有していた。Consolidirte Alkaliwerke では，コメルツ銀行は 2 つの監査役のポストによっ

て，ドイツ銀行とドレスナー銀行はそれぞれ 1 つの監査役会副会長のポストによって兼任関

係を有していた。Kokswerke und Chemische Fabriken AG では，ドイツ銀行はそれぞれ 1

つの監査役会副会長と監査役のポストによって，ドレスナー銀行とコメルツ銀行はそれぞれ 1

つの監査役のポストによって兼任関係を成立させていた。Schulthheiss-Patzenhofer 

Brauerei AG では，コメルツ銀行はそれぞれ 1 つの監査役会副会長と監査役のポストによっ

て，ドイツ銀行とドレスナー銀行はそれぞれ 1 つの監査役会副会長のポストによって兼任関

係を有していた。Portland-Zementwerke Dyckerhoff-Wickung AG では，コメルツ銀行はそ

れぞれ 1 つの監査役会副会長と監査役のポストによって，ドレスナー銀行は 1 つの監査役会

副会長のポストによって，ドイツ銀行は 1 つの監査役のポストによって兼任関係を築いてい

た。Akzeptbank AG では，ドレスナー銀行は 2 つの監査役のポストによって，コメルツ銀行

は 1 つの監査役会副会長のポストによって，ドイツ銀行は 1 つの監査役のポストによって兼

任関係を築いていた。Feldmühle, Papier- und Zellstoffweke AG では，コメルツ銀行はそれ

ぞれ 1 つの監査役会副会長と監査役のポストによって，ドイツ銀行とドレスナー銀行はそれ

ぞれ 1 つの監査役のポストによって兼任関係を有していた。

　3 行あわせて 4 つの監査役のポストによる兼任が成立していたケースは，銀行業の Bank 

des Berliner Kassenvereins，Rheinisch-Westfälische Boden-Credit-Bank，保険業の Allianz 

und Stuttgarter Verein Versicherungs-AG の 3 社であった。Bank des Berliner Kassenvereins，

Allianz und Stuttgarter Verein Versicherungs-AG の 2 社では，いずれにおいても，ドレス



206 立命館経営学（第 58 巻　第 6 号）

ナー銀行は 2 つの監査役のポストによって，ドイツ銀行とコメルツ銀行はそれぞれ 1 つの監

査役のポストによって兼任関係を築いていた。Rheinisch-Westfälische Boden-Credit-Bank

では，ドイツ銀行は 2 つの監査役のポストによって，ドレスナー銀行とコメルツ銀行はそれ

ぞれ 1 つの監査役のポストによって兼任関係を築いていた。

　残りの 12 社は，3 銀行がそれぞれ 1 つの監査役会ポストをとおして間接兼任を成立させて

いたケースであった。3 行あわせて 2 つの監査役会会長と 1 つの監査役のポストによる兼任が

みられた企業は，機械産業の Orenstein & Koppel AG の 1 社であり，ドイツ銀行とドレス

ナー銀行はそれぞれ 1 つの監査役会会長のポストによって，コメルツ銀行は 1 つの監査役の

ポストによって兼任を行っていた。3 行あわせてそれぞれ 1 つの監査役会会長，監査役会副会

長，監査役のポストによる兼任みられた企業は，炭鉱業の Bergbau-AG Lothringen，流通業

の Einheitspreise AG の 2 社であった。Bergbau-AG Lothringen では，ドイツ銀行は監査役

会会長のポストによって，コメルツ銀行は監査役会副会長のポストによって，ドレスナー銀行

は監査役のポストによって兼任を行っていた。Einheitspreise AG では，コメルツ銀行は監査

役会会長のポストによって，ドレスナー銀行は監査役会副会長のポストによって，ドイツ銀行

は監査役のポストによって兼任関係を築いていた。3 行あわせて 1 つの監査役会会長と 2 つの監

査役のポストによる兼任みられた企業は，鉄鋼業の Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte，

化学産業の Kali-Chemie AG，流通業の Gesellschaft für Getreidehandel AG の 3 社であっ

た。Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte，Gesellschaft für Getreidehandel AG の 2

社では，いずれにおいても，ドレスナー銀行は監査役会会長のポストによって，ドイツ銀行と

コメルツ銀行はそれぞれ 1 つの監査役のポストによって兼任関係を有していた。一方，Kali-

Chemie AG では，ドイツ銀行は監査役会会長のポストによって，ドレスナー銀行とコメルツ

銀行はそれぞれ 1 つの監査役のポストによって兼任関係を築いていた。3 行あわせて 1 つの監

査役会副会長と 2 つの監査役のポストによる兼任がみられた企業は，機械産業の Eisenbahn-

Verkehrsmittel AG，AG für Waggonbauwerte の 2 社であった。Eisenbahn-Verkehrsmittel 

AG では，ドイツ銀行は 1 つの監査役会副会長のポストによって，ドレスナー銀行とコメルツ

銀行はそれぞれ 1 つの監査役のポストによって兼任を行っていた。これに対して，AG für 

Waggonbauwerte では，ドレスナー銀行は 1 つの監査役会副会長のポストによって，ドイツ

銀行とコメルツ銀行はそれぞれ 1 つの監査役のポストによって兼任を行っていた。一方，3 銀

行がそれぞれひとつの監査役のポストによって兼任を行っていた企業は，化学産業の Rütgers 

Werke AG，Königsberger Zellstoff-Fabriken und Chemische Werke Kohlyt AG，流通業の

Deutscher Eisenhandel AG，銀行業の Deutsche Hypothekenbank AG の 4 社であった。

　以上の考察をふまえると，3 銀行あわせて監査役会会長，監査役会副会長，監査役のポスト

による兼任関係がみられたケースは，合計で 6 社存在していたことになる。それ以外の企業
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のうち，3 銀行あわせて監査役会会長と監査役のポストによる兼任が成立していたケースは 7

社みられたほか，監査役会副会長と監査役のポストによる兼任が成立していたケースは 13 社

みられた。また 3 大銀行のうちひとつの銀行が 2 件以上の兼任関係をもつケースに該当する

上述の 24 社のうち，監査役会会長あるいは監査役会副会長のポストを含む兼任関係があった

企業は 18 社におよんでおり，こうした人的結合は，各企業をめぐっての 3 大銀行の強い結び

つきの可能性を示すものであるといえる。

2　ドイツ銀行とドレスナー銀行の間での役員の間接兼任構造

　つぎに，ドイツ銀行とドレスナー銀行の間の役員の間接兼任について考察を行う。これら 2

行の間にみられる他社の監査役会における間接兼任の全体的状況をみると（表 8 参照），3 大銀

行間での間接兼任が成立していた企業を除くと，そのような兼任関係は合計 34 社でみられ，

総件数は 91 件であった。この点を合計 37 社，総件数 90 件のそのような兼任があった第 1 次

大戦後のインフレーション期 34）との比較でみると，あまり差はみられなかった。

　間接兼任の状況を産業別の内訳でみると，炭鉱業が 6 社で 18 件，鉄鋼業が 1 社で 3 件，金

属産業・金属加工業が 1 社で 2 件，化学産業が 5 社で 13 件，自動車産業が 1 社で 3 件，機械

産業が 2 社で 8 件，精密機械産業・光学産業が 1 社で 2 件，石油産業が 1 社で 3 件，銀行業

が 7 社で 17 件，保険業が 1 社で 2 件，電力業・ガス産業・エネルギー産業が 2 社で 4 件，そ

の他の産業が 6 社で 16 件であった。監査役会の職位との関連でみると，監査役会会長のポス

トによる兼任は 9 社で 9 件，監査役会副会長のそれは 11 社で 11 件，監査役のそれは 32 社で

71 件であった。

表 8　ドイツ銀行とドレスナー銀行の間で他社の監査役会において成立している間接兼任の状況
※）

兼任件数
産　業

2　件 3　件 4　件 5　件 6　件 合　計

炭 鉱 業 3 社 6 件 ― 3 社 12 件 ― ― 6 社 18 件

鉄 鋼 業 ― 1 社 3 件 ― ― ― 1 社 3 件

金属産業・金属加工業 1 社 2 件 ― ― ― ― 1 社 2 件

化 学 産 業 2 社 4 件 3 社 9 件 ― ― ― 5 社 13 件

自 動 車 産 業 ― 1 社 3 件 ― ― ― 1 社 3 件

機 械 産 業 1 社 2 件 ― ― ― 1 社 6 件 2 社 8 件

精密機械産業・光学産業 1 社 2 件 ― ― ― ― 1 社 2 件

石 油 産 業 ― 1 社 3 件 ― ― ― 1 社 3 件

銀 行 業 4 社 8 件 3 社 9 件 ― ― ― 7 社 17 件

保 険 業 1 社 2 件 ― ― ― ― 1 社 2 件

電力業・ガス産業・エネルギー産業 2 社 4 件 ― ― ― ― 2 社 4 件

そ の 他 の 産 業 4 社 8 件 1 社 3 件 ― 1 社 5 件 ― 6 社 16 件

全 産 業 19 社 38 件 10 社 30 件 3 社 12 件 1 社 5 件 1 社 6 件 34 社 91 件

（注）：※） ドイツ銀行，ドレスナー銀行，コメルツ銀行の 3 社の間で成立していた間接兼任を除いたもの。

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Deutsche Bank und Disconto-Bank, Geschäftsbericht，各年度版，Dresdner Bank, 
Geschäftsbericht，各年度版，Commerz- und Privat-Bank AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch der 
deutschen Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。
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　ドイツ銀行とドレスナー銀行のいずれかが 2 件以上の兼任関係を有していたケースを含む

企業は，15 社みられ，兼任の総件数は 53 件であった。産業別の内訳をみると，炭鉱業が 3

社で 12 件，鉄鋼業が 1 社で 3 件，化学産業が 3 社で 9 件，自動車産業が 1 社で 3 件，機械産

業が 1 社で 6 件，石油産業が 1 社で 3 件，銀行業が 3 社で 9 件，その他の産業が 2 社で 8 件

となっていた。これら 15 社は，炭鉱業の Harpener Bergbau AG，Rheinische AG für 

Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation，Essener Steinkohlenbergwerke AG，鉄鋼業

の Rheinische Stahlwerke，化学産業の Wintershall AG，Dynamit-AG,vormals Alfred Nobel 

& Co.，Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler，自動車産業の Bayerische 

Motoren Werke AG，機械産業の Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik（Rheinmetall-

Borsig AG），石油産業の Deutsch Erdöl-AG，銀行業の Sächsische Bodencreditanstalt，Bank 

von Danzig，Nordstern Lebensversicherungsbank AG，その他の産業に属する Deutsche 

Atlantische Telegraphengesellschaft，Süddeutsche Zucker AG であった。兼任件数別にみ

ると，ドイツ銀行とドレスナー銀行をあわせて 6 件の兼任があった企業は 1 社，5 件の兼任が

あった企業は 1 社，4 件の兼任がみられた企業は 3 社，3 件の兼任がみられた企業は 10 社で

あった。

　これら 2 つの銀行をあわせて 6 件の兼任がみられたケースは，機械産業の Rheinische 

Metallwaaren- und Maschinenfabrik（Rheinmetall-Borsig AG）の 1 社であり，ドイツ銀行は

4 つの監査役のポストによって，ドレスナー銀行はそれぞれ 1 つの監査役会副会長と監査役の

ポストによって兼任関係を築いていた。5 件の兼任がみられたケースは，その他の産業に属す

る Deutsche Atlantische Telegraphengesellschaft の 1 社であり，ドイツ銀行は 3 つの監査役

のポストによって，ドレスナー銀行はそれぞれ 1 つの監査役会副会長と監査役のポストによっ

て兼任関係を築いていた。

　4 件の兼任がみられたケースは，炭鉱業の Harpener Bergbau AG，Rheinische AG für 

Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation，Essener Steinkohlenbergwerke AG の 3 社

であった。Harpener Bergbau AG では，ドレスナー銀行はそれぞれ 1 つの監査役会会長と監

査役のポストによって，ドイツ銀行は 2 つの監査役のポストによって兼任を行っていた。

Rheinische AG für Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation では，ドイツ銀行とドレス

ナー銀行はそれぞれ 2 つの監査役のポストによって兼任を行っていた。Essener 

Steinkohlenbergwerke AG では，ドイツ銀行は 3 つの監査役のポストによって，ドレスナー

銀行は 1 つの監査役のポストによって兼任を行っていた。

　またドイツ銀行とドレスナー銀行の 2 行あわせて 3 件の兼任があったケースは，10 社で

あった。監査役会会長，監査役会副会長，監査役のポストによる兼任がみられた企業は，自動

車産業の Bayerische Motoren Werke AG，銀行業の Sächsische Bodencreditanstalt の 2 社
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であった。Bayerische Motoren Werke AG では，ドイツ銀行はそれぞれ 1 つの監査役会会長

と監査役会副会長のポストによって，ドレスナー銀行は 1 つの監査役のポストによって兼任

関係を築いていた。これに対して，Sächsische Bodencreditanstalt では，ドイツ銀行はそれ

ぞれ 1 つの監査役会副会長と監査役のポストによって，ドレスナー銀行は 1 つの監査役会会

長のポストによって兼任を行っていた。1 つの監査役会会長と 2 つの監査役のポストによる兼

任がみられた企業は，化学産業の Wintershall AG の 1 社であり，ドレスナー銀行はそれぞれ

1 つの監査役会会長と監査役のポストによって，ドイツ銀行は 1 つの監査役のポストによって

兼任を行っていた。1 つの監査役会副会長と 2 つの監査役のポストによる兼任がみられた企業

は，鉄鋼業の Rheinische Stahlwerke，化学産業の Dynamit-AG, vormals Alfred Nobel & 

Co.，銀行業の Bank von Danzig の 3 社であった。Rheinische Stahlwerke，Dynamit-AG, 

vormals Alfred Nobel & Co. の 2 社では，いずれにおいても，ドイツ銀行はそれぞれ 1 つの

監査役会副会長と監査役のポストによって，ドレスナー銀行は 1 つの監査役のポストによっ

て兼任関係を成立させていた。Bank von Danzig では，ドレスナー銀行は 2 つの監査役のポ

ストによって，ドイツ銀行は 1 つの監査役会副会長のポストによって兼任関係を成立させて

いた。ドイツ銀行とドレスナー銀行の 2 行あわせて 3 つの監査役のポストによる兼任がみ

られたケースは，化学産業の Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler，

石油産業の Deutsche Erdöl-AG，銀行業の Nordstern Lebensversicherungsbank AG，その

他の産業に属する Süddeutsche Zucker AG の 4 社であった。Deutsche Gold- und Silber-

Scheideanstalt vormals Roessler，Süddeutsche Zucker AG の 2 社では，いずれにおいても，

ドイツ銀行は 2 つの監査役のポストによって，ドレスナー銀行は 1 つの監査役のポストに

よ っ て 兼 任 関 係 を 築 い て い た。 こ れ に 対 し て，Deutsche Erdöl-AG，Nordstern 

Lebensversicherungsbank AG の 2 社では，いずれにおいても，ドレスナー銀行は 2 つの監

査役のポストによって，ドイツ銀行は 1 つの監査役のポストによって兼任関係を有していた。

　ドイツ銀行とドレスナー銀行の 2 行がそれぞれ 1 つの監査役会ポストをとおして間接兼任

を成立させていたケースは，19 社でみられた。2 行のうちの一方が監査役会会長のポストに

よって，もう一方の銀行が監査役会副会長のポストによって兼任関係を成立させていたケース

は，金属産業・金属加工業の Hugo Schneider AG，その他の産業に属する Charlottenburger 

Wasser- und Industriewerke AG の 2 社であり，いずれにおいても，ドイツ銀行は監査役会

会長のポストによって，ドレスナー銀行は監査役会副会長のポストによって兼任を行ってい

た。2 行のうちの一方が監査役会会長のポストによって，もう一方の銀行が監査役のポストに

よって兼任関係を成立させていたケースは，炭鉱業の Gebrüder Stumm GmbH，化学産業の

Bayerische Stickstoff-Werke AG，Dessauer Werke für Zucker- und Chemische Industrie AG

の 3 社であった。Bayerische Stickstoff-Werke AG では，ドイツ銀行は監査役会会長のポス
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トによって，ドレスナー銀行は監査役のポストによって兼任関係を成立させていた。これに対

して，Gebrüder Stumm GmbH，Dessauer Werke für Zucker- und Chemische Industrie AG

の 2 社では，いずれにおいても，ドレスナー銀行は監査役会会長のポストによって，ドイツ

銀行は監査役のポストによって兼任関係を有していた。これら 2 行のうちの一方が監査役会

副会長のポストによって，もう一方の銀行が監査役のポストによって兼任関係を成立させてい

たケースは，銀行業の Industriefinanzierungs-AG Ost，その他の産業に属する Wesermühlen 

AG の 2 社であり，いずれにおいても，ドイツ銀行は監査役会副会長のポストによって，ドレ

スナー銀行は監査役のポストによって兼任関係を築いていた。残りの 12 社は，ドイツ銀行と

ドレスナー銀行の各行がそれぞれ 1 つの監査役のポストによって兼任関係を成立させていた

ケースであった。それは，炭鉱業の Braunkohlen- und Brikettwerke Roddergrube，Essener 

Bergwerks-Verein König Wilhelm，機械産業の Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberug AG

（MAN），精密機械産業・光学産業の Zeiss Ikon AG，銀行業の Amsterdamsche Crediet 

Maatschappij N.V.，Reischs-Kredit Gesellschaftb AG，Karlsruher Lebensversicherungsbank 

AG，保険業の Aachener und Münchener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft，電力業・ガス

産業・エネルギー産業の Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätwerk AG，Main-Kraftwere AG，

その他の産業に属する Stärke-Zuckerfabrik-AG vorm. C.A. Koehlmann，AG für Zellstoff- 

und Papierfabriaktion であった。

　以上の考察をふまえていえば，ドイツ銀行とドレスナー銀行をあわせて監査役会会長，監査

役会副会長，監査役のポストによる兼任関係があったケースは，合計で 2 社存在していたこ

とになる。それ以外の企業のうち，2 行あわせて監査役会会長と監査役会副会長のポストによ

る兼任がみられたケースは 2 社，監査役会会長と監査役のポストによる兼任がみられたケー

スは 5 社存在したほか，監査役会副会長と監査役のポストによる兼任がみられたケースは 7

社存在した。またドイツ銀行とドレスナー銀行のいずれかひとつの銀行が 2 件以上の兼任関

係をもつケースに該当する上述の 15 社のうち，監査役会会長あるいは監査役会副会長のポス

トを含む兼任関係があった企業は 9 社におよんでいたことになり，こうした人的結合関係は，

各企業をめぐっての大銀行の強い結びつきの可能性を示すものであるといえる。

3　ドイツ銀行とコメルツ銀行の間での役員の間接兼任構造

　つぎに，ドイツ銀行とコメルツ銀行の間で成立していた役員の間接兼任について考察を行

う。両行の間にみられる他社の監査役会における間接兼任の全体的状況をみると（表 9 参照），

3 大銀行間での間接兼任が成立していた企業を除くと，そのような兼任関係は合計 32 社でみ

られ，総件数は 76 件であった。この点を合計 34 社，総件数 91 件のそのような兼任があった

第 1 次大戦後のインフレーション期 35）との比較でみると，企業数はあまり変わらなかったが，
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総件数はやや少なかった。また本稿で考察したナチス期におけるドイツ銀行とドレスナー銀行

の間の間接兼任が合計 34 社，総件数 91 件であったのと比べると，企業数ではあまり差はみ

られなかったが，総件数は少なくなっていた。

　間接兼任の状況を産業別の内訳でみると，炭鉱業が 5 社で 11 件，鉄鋼業が 3 社で 9 件，金

属産業・金属加工業が 3 社で 8 件，化学産業が 4 社で 11 件，電機産業が 1 社で 2 件，機械産

業が 2 社で 4 件，流通業が 2 社で 4 件，保険業が 1 社で 2 件，電力業・ガス産業・エネルギー

産業が 2 社で 5 件，交通業が 2 社で 4 件，その他の産業が 7 社で 16 件であった。監査役会の

職位との関連でみると，監査役会会長のポストによる兼任は 15 社で 15 件，監査役会副会長

のそれは 11 社で 11 件，監査役のそれは 30 社で 50 件であった。

　ドイツ銀行とコメルツ銀行のいずれかが 2 件以上の兼任関係を有していたケースを含む企

業は 10 社であり，合計 32 件となっていた。それは，炭鉱業の Braunkohlen-Industrie AG 

Zukunft，鉄鋼業の Klöckner-Werke AG，Hüttenwerke C. Wilhelm Kayser & Co.，金属産

業・金属加工業の AG für Bergbau, Blei- und Zinkfabrikation，Berlin-Karlsruher Industrie-

Werke AG，化学産業の A. Riebeck’sche Montanwerke AG，Chemische Fabrik Buckau，電

力業・ガス産業・エネルギー産業の Allgemeine Gas- und Elektricitäts-Gesellschaft，その

他 の 産 業 に 属 す る Hochtief AG für Hoch- und Tiefbauten vorm. Gebrüder Helfmann，

Rheinisch-Westfälische Kalkwerke であった。兼任件数別にみると，ドイツ銀行とコメルツ

銀行の 2 行によって合計 4 件の兼任がみられた企業は 2 社，3 件の兼任がみられた企業は 8

社であった。

　ドイツ銀行とコメルツ銀行の 2 行をあわせて 4 件の兼任がみられたケースは，鉄鋼業の

表 9　ドイツ銀行とコメルツ銀行の間で他社の監査役会において成立している間接兼任の状況
※）

（注）：※） ドイツ銀行，ドレスナー銀行，コメルツ銀行の 3 社の間で成立していた間接兼任を除いたもの。

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Deutsche Bank und Disconto-Bank, Geschäftsbericht，各年度版，Commerz- und 
Privat-Bank AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch der deutschen Aktiengesellschaften，各年度版を基

に筆者作成。

　　　兼任状況
産　業

2　件 3　件 4　件 合　計

炭 鉱 業 4 社 8 件 1 社 3 件 ― 5 社 11 件

鉄 鋼 業 1 社 2 件 1 社 3 件 1 社 4 件 3 社 9 件

金 属 産 業 ・ 金 属 加 工 業 1 社 2 件 2 社 6 件 ― 3 社 8 件

化 学 産 業 2 社 4 件 1 社 3 件 1 社 4 件 4 社 11 件

電 機 産 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

機 械 産 業 2 社 4 件 ― ― 2 社 4 件

流 通 業 2 社 4 件 ― ― 2 社 4 件

保 険 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

電力業・ガス産業・エネルギー産業 1 社 2 件 1 社 3 件 ― 2 社 5 件

交 通 業 2 社 4 件 ― ― 2 社 4 件

そ の 他 の 産 業 5 社 10 件 2 社 6 件 ― 7 社 16 件

全 産 業 22 社 44 件 8 社 24 件 2 社 8 件 32 社 76 件
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Klöckner-Werke AG，化学産業の A. Riebeck’sche Montanwerke AG の 2 社であった。これ

らの 2 社では，いずれにおいても，ドイツ銀行はそれぞれ 1 つの監査役会会長と監査役会副

会長のポストによって，コメルツ銀行は 2 つの監査役のポストによって兼任関係を築いてい

た。

　これら 2 行あわせて 3 件の兼任がみられた企業 8 社をみると，監査役会会長，監査役会副

会長，監査役のポストによる兼任がみられたケースは，鉄鋼業の Hüttenwerke C. Wilhelm 

Kayser & Co. の 1 社であり，コメルツ銀行はそれぞれ 1 つの監査役会会長と監査役のポスト

によって，ドイツ銀行は監査役会副会長のポストによって兼任を行っていた。監査役会会長と

監査役のポストによる兼任がみられたケースは，炭鉱業の Braunkohlen-Industrie AG 

Zukunft，金属産業・金属加工業の AG für Bergbau, Blei- und Zinkfabrikation，化学産業の

Chemische Fabrik Buckau の 3 社であった。AG für Bergbau, Blei- und Zinkfabrikation で

は，ドイツ銀行はそれぞれ 1 つの監査役会会長と監査役のポストによって，コメルツ銀行は 1

つの監査役のポストによって兼任を行っていた。Chemische Fabrik Buckau では，コメルツ

銀行はそれぞれ 1 つの監査役会会長と監査役のポストによって，ドイツ銀行は監査役のポス

トによって兼任を行っていた。Braunkohlen-Industrie AG Zukunft では，コメルツ銀行は 2

つの監査役のポストによって，ドイツ銀行は 1 つの監査役会会長のポストによって兼任を行っ

ていた。これら 2 行が監査役会副会長と監査役のポストによって兼任関係を成立させていた

ケースは，金属産業・金属加工業の Berlin-Karlsruher Industrie-Werke AG の 1 社であり，

コメルツ銀行はそれぞれ 1 つの監査役会副会長と監査役のポストによって，ドイツ銀行は 1

つの監査役のポストによって兼任関係を築いていた。ドイツ銀行とコメルツ銀行の 2 行あわ

せて 3 つの監査役のポストによる兼任がみられたケースは，電力業・ガス産業・エネルギー

産業の Allgemeine Gas- und Elektricitäts-Gesellschaft，その他の産業に属する Hochtief AG 

für Hoch- und Tiefbauten vorm. Gebrüder Helfmann，Rheinisch-Westfälische Kalkwerke の

3 社であった。Hochtief AG für Hoch- und Tiefbauten vorm. Gebrüder Helfmann，Rheinisch-

Westfälische Kalkwerke の 2 社では，いずれにおいても，ドイツ銀行は 2 つの監査役のポス

トによって，コメルツ銀行は 1 つの監査役のポストによって兼任を行っていた。Allgemeine 

Gas- und Elektricitäts-Gesellschaft では，コメルツ銀行は 2 つの監査役のポストによって，

ドイツ銀行は 1 つの監査役のポストによって兼任を行っていた。

　ドイツ銀行とコメルツ銀行がそれぞれ 1 つの監査役会ポストをとおして間接兼任を成立さ

せていたケースは，22 社みられた。両行のいずれかが監査役会会長のポストによって，もう

一方の銀行が監査役会副会長のポストによって兼任関係を築いていた企業は，2 社存在してい

た。炭鉱業の „Eintracht” Braunkohlenwerke und Briketfabriken，交通業の Deutsche 

Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft では，いずれにおいても，コメルツ銀行は監査役会会長の
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ポストをとおして，ドイツ銀行は監査役会副会長のポストをとおして兼任関係を築いていた。

ドイツ銀行とコメルツ銀行のいずれかが監査役会会長のポストによって，もう一方の銀行が監

査役のポストによって兼任関係を築いていたケースは 7 社みられた。炭鉱業の Gewerkschaft 

Salzbergwerk Neu-Stassfurt，鉄鋼業の Isselburger Hütte AG，機械産業の Humboldt-

Deutzmotoren AG，流通業の Eckhardt & Co. AG，交通業の Santa. Catharnia Eisenbahn AG，

その他の産業に属する Porzellanfabrik Kahla の 6 社では，いずれにおいても，ドイツ銀行は

監査役会会長のポストによって，コメルツ銀行は監査役のポストによって兼任関係を成立させ

ていた。一方，炭鉱業の Ilse Bergbau-AG では，コメルツ銀行は監査役会会長のポストによっ

て，ドイツ銀行は監査役のポストによって兼任関係を有していた。ドイツ銀行とコメルツ銀行

のいずれかが監査役会副会長のポストによって，もう一方の銀行が監査役のポストによって兼

任関係を築いていたケースは，5 社みられた。炭鉱業の Mansfeld’sche Kupferschieferbergbau 

AG，化学産業の Th. Goldschmidt AG，電機産業の Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG，

保険業の Beamtenversicherungsverein des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes (a.G.) 

zu Berlin の 4 社では，いずれにおいても，ドイツ銀行は監査役会副会長のポストによって，

コメルツ銀行は監査役のポストによって兼任を行っていた。一方，金属産業・金属加工業の

Dürener Metallwerke AG では，コメルツ銀行は監査役会副会長のポストによって，ドイツ

銀行は監査役のポストによって兼任関係を有していた。ドイツ銀行とコメルツ銀行の 2 行が

それぞれ 1 つの監査役のポストによる兼任関係を成立させていたケースは，8 社みられた。そ

れは，化学産業の Schering-Kahlbaum AG，機械産業の Flottmann AG，流通業の Rudolf 

Karstadt AG，電力業・ガス産業・エネルギー産業の Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen 

AG，その他の産業に属する Vereinigte Industrie-Unternehmungen AG，Berliner Victoriamühle 

AG，Didier-Werke AG，Buxtehunder Lederfabrik AG であった。

　以上の考察をふまえていえば，ドイツ銀行とコメルツ銀行をあわせて監査役会会長，監査役

会副会長，監査役のポストによる兼任関係があったケースは，3 社存在していたことになる。

それ以外の企業のうち，2 行あわせて監査役会会長と監査役会副会長のポストによる兼任が成

立していたケースは，2 社においてみられた。2 行あわせて監査役会会長と監査役のポストに

よる兼任が成立していたケースは 10 社みられたほか，監査役会副会長と監査役のポストによ

る兼任が成立していたケースは 6 社みられた。またドイツ銀行とコメルツ銀行のいずれかが 2

件以上の兼任関係をもつケースに該当する上述の 10 社のうち，監査役会会長あるいは監査役

会副会長のポストを含む兼任関係があった企業は 7 社みられたことになり，こうした人的結

合は，各企業をめぐっての大銀行の強い結びつきの可能性を示すものであるといえる。
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4　ドレスナー銀行とコメルツ銀行の間での役員の間接兼任構造

　これまでの 3 つの項での考察をふまえて，つぎに，ドレスナー銀行とコメルツ銀行の間の

間接兼任について考察を行う。両行の間にみられる他社の監査役会における間接兼任の全体的

状況をみると（表 10 参照），3 大銀行間での間接兼任が成立していた企業を除くと，そのよう

な兼任関係は合計 20 社でみられ，総件数は 44 件であった。この点を合計 23 社，総件数は

53 件のそのような兼任があった第 1 次大戦後のインフレーション期 36）との比較でみると，

企業数はやや少なく，総件数も少なかったが，その差はあまり大きなものではなかった。また

本稿で考察したナチス期におけるドイツ銀行とドレスナー銀行の間の間接兼任（34 社で 91 件），

ドイツ銀行とコメルツ銀行の間の間接兼任（32 社で 76 件）と比べると，かなり少なかった。

　間接兼任の状況を産業別の内訳でみると，金属産業・金属加工業が 1 社で 2 件，電機産業

が 1 社で 2 件，自動車産業が 1 社で 2 件，機械産業が 4 社で 9 件，銀行業が 6 社で 13 件，保

険業が 2 社で 4 件，その他の産業が 5 社で 12 件であった。監査役会の職位との関連でみると，

監査役会会長のポストによる兼任は 7 社で 8 件，監査役会副会長のそれは 6 社で 7 件，監査

役のそれは 18 社で 29 件であった。ただこれらの企業のなかには，ドレスナー銀行とコメル

ツ銀行の監査役会のポストを兼任していた人物が存在したため，2 社において同一人物による

間接兼任が成立しているというケースがみられた。

　ドレスナー銀行とコメルツ銀行のいずれかが 2 件以上の兼任関係を有していたケースは 3

社存在し，兼任の総件数は 10 件であった。ドイツ銀行とドレスナー銀行の間での 15 社で 53

件と比べるとその数はかなり少なく，ドイツ銀行とコメルツ銀行の間での 10 社で 32 件と比

べても少なかった。ドレスナー銀行とコメルツ銀行のいずれかが 2 件以上の兼任関係を有し

ていた企業 3 社は，機械産業の Pittler Wekzeugmaschinenfabrik AG，銀行業の Bank für 

Brau-Industrie1，その他の産業に属する Hotelbetriebs-AG であった。兼任件数別にみると，

ドレスナー銀行とコメルツ銀行の 2 行あわせて 4 件の兼任がみられた企業は 1 社，4 件の兼任

表 10　ドレスナー銀行とコメルツ銀行の間で他社の監査役会において成立している間接兼任の状況
※）

（注）：※） ドイツ銀行，ドレスナー銀行，コメルツ銀行の 3 社の間で成立していた間接兼任を除いたもの。

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Dresdner Bank, Geschäftsbericht，各年度版，Commerz- und Privat-Bank AG, 
Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch der deutschen Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

　　　兼任状況
産　業

2　件 3　件 4　件 合　計

金 属 産 業 ・ 金 属 加 工 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

電 機 産 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

自 動 車 産 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

機 械 産 業 3 社 6 件 1 社 3 件 ― 4 社 9 件

銀 行 業 5 社 10 件 1 社 3 件 ― 6 社 13 件

保 険 業 2 社 4 件 ― ― 2 社 4 件

そ の 他 の 産 業 4 社 8 件 ― 1 社 4 件 5 社 12 件

全 産 業 17 社 34 件 2 社 6 件 1 社 4 件 20 社 44 件
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がみられた企業は 2 社であった。

　ドレスナー銀行とコメルツ銀行の 2 行によって 4 件の兼任がみられたケースは Hotelbetriebs-

AG であり，ドレスナー銀行はそれぞれ 1 つの監査役会会長と監査役会副会長のポストによっ

て，コメルツ銀行は 2 つ監査役のポストによって兼任関係を有していた。2 行あわせて 3 件の

兼任がみられたケースは，Pittler Wekzeugmaschinenfabrik AG，Bank für  Brau-Industrie

の 2 社であった。Pittler Wekzeugmaschinenfabrik AG では，コメルツ銀行はそれぞれ 1 つ

の監査役会副会長と監査役のポストによって，ドレスナー銀行は 1 つの監査役のポストによっ

て兼任関係を行っていた。一方，Bank für Brau-Industrie では，ドレスナー銀行は 2 つの監

査役のポストによって，コメルツ銀行は 1 つの監査役のポストによって兼任を行っていた。

　ドレスナー銀行とコメルツ銀行がそれぞれ 1 つの監査役会のポストをとおして間接兼任を

成立させていたケースは，17 社みられた。2 行がそれぞれ監査役会会長のポストによって兼

任を行っていたケースは，その他の産業に属する Deutsche Zündwaren-Monopol-Gesellschaft

の 1 社であったが，両行の監査役に就いていた同一人物による兼任となっていた。

　これら 2 行のうちの一方が監査役会会長のポストによって，もう一方の銀行が監査役会副

会長のポストによって兼任関係を築いていたケースは，その他の産業に属する Deutsche 

Gesellschaft für öffentliche Arbeiten AG の 1 社であった。同社では，コメルツ銀行は監査役

会会長のポストによって，ドレスナー銀行は監査役会副会長のポストによって兼任関係を成立

させていた。2 行のうちの一方が監査役会会長のポストによって，もう一方の銀行が監査役の

ポストによって兼任関係を築いていたケースは，金属産業・金属加工業の Busch-Jaeger 

Lüdenscheider Metallwerke AG， 機 械 産 業 の Mauser-Werke AG， 銀 行 業 の Bank für 

Landwirtschaft，Hamburgische Baukassen AG の 4 社であった。Bank für Landwirtschaft，

Hamburgische Baukassen AG の 2 社では，いずれにおいても，ドレスナー銀行は監査役会

会長のポストによって，コメルツ銀行は監査役のポストによって兼任を行っていた。これに対

して，Busch-Jaeger Lüdenscheider Metallwerke AG，Mauser-Werke AG の 2 社では，い

ずれにおいても，コメルツ銀行は監査役会会長のポストによって，ドレスナー銀行は監査役の

ポストによって兼任関係を有していた。ドレスナー銀行とコメルツ銀行の 2 行のうちの一方

が監査役会副会長のポストによって，もう一方の銀行が監査役のポストによって兼任関係を築

いていたケースは，機械産業の Linke-Hofmann-Werke AG，Maschinenfabrik Buckau R. 

Wolf AG， 保 険 業 Frankona Rück- und Mitversicherungs-AG の 3 社 で あ っ た。Linke-

Hofmann-Werke AG，Frankona Rück- und Mitversicherungs-AG の 2 社では，いずれにお

いても，ドレスナー銀行は監査役会副会長のポストによって，コメルツ銀行は監査役のポスト

によって兼任関係を有していた。一方，Maschinenfabrik Buckau R. Wolf AG では，コメル

ツ銀行は監査役会副会長のポストによって，ドレスナー銀行は監査役のポストによって兼任関
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係を有していた。ドレスナー銀行とコメルツ銀行がそれぞれ 1 つの監査役のポストによって

兼任関係を成立させていたケースは，8 社みられた。そのような企業は，電機産業の C. 

Lorenz AG， 自 動 車 産 業 の Eduard Winter AG für Kraftfahrzeuge， 銀 行 業 の Deutsche 

Schiffskreditbank AG，Frankfurter Hypothekenbank，Hamburgische Bank von 1923，保

険業の Gerling-Konzern Lebensversicherungs-AG，その他の産業に属する Julius Berger 

Tiefbau AG，Deutsche Revisions- und Treuhand AG であった。このうち，Deutsche Revisions- 

und Treuhand AG では，ドレスナー銀行とコメルツ銀行の監査役のポストに就いていた同一

人物による間接兼任というかたちになっていた。

　以上の考察をふまえていえば，ドレスナー銀行とコメルツ銀行をあわせて監査役会会長，監

査役会副会長，監査役のポストによる兼任関係があったケースは，1 社存在した。それを除く

と，2 行あわせて監査役会会長と監査役会副会長のポストによる兼任がみられたケースは 1 社，

監査役会会長と監査役のポストによる兼任がみられたケースは 4 社，監査役会副会長と監査

役のポストによる兼任がみられたケースは 4 社存在した。またドレスナー銀行とコメルツ銀

行のいずれかひとつの銀行が 2 件以上の兼任関係をもつケースに該当する上述の 3 社のうち

の 2 社において，監査役会会長あるいは監査役会副会長のポストを含む兼任関係がみられ，

各企業をめぐって大銀行の間の結びつきがみられた。

　ナチス期における 3 大銀行の間，そのうちの 2 行間で成立していた間接兼任の構造につい

ては，第 1 次大戦後のインフレーション期の状況との比較でみると，役員の直接兼任では企

業数と総件数のいずれでみても，少なくなっている傾向にあったが，間接兼任では状況が異

なっている面もみられた。3 大銀行間の間接兼任では，インフレーション期と比べ企業数も総

件数も多く，むしろそのいずれにおいても数の増加の傾向がみられる。一方，ドイツ銀行とド

レスナー銀行の間の間接兼任では，インフレーション期の状況との比較ではあまり差はなかっ

た。ドイツ銀行とコメルツ銀行の間の間接兼任では，企業数にはあまり差はなかったが，総件

数は少なかった。またドレスナー銀行とコメルツ銀行の間の間接兼任では，企業数は少なく，

総件数も少なかったが，その差はあまり大きなものではなかった。

Ⅳ　役員兼任からみたナチス期ドイツの産業・銀行間関係―結語にかえて

　これまでの考察において，ナチス期のドイツ銀行，ドレスナー銀行およびコメルツ銀行の 3

大銀行が他社の監査役会においてどのような直接兼任と間接兼任の関係を築いていたのかとい

う点についてみてきた。本稿での分析をとおして，これら 3 つの大銀行の役員兼任による企

業間の人的結合の全体構造が明らかにされた。第 1 次大戦後のインフレーション期との比較
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でみると，いずれの銀行の場合でも，兼任関係のある企業数も兼任件数も少なくなっており，

絶対数でみる限り，相違がみられる。

　ここでの考察結果を第 2 次大戦後の時期と比較するなかで，役員兼任の構造からみたナチ

ス期の産業・銀行間関係の特徴を明らかにしていくことにしよう。第 2 次大戦後，戦勝国に

よる占領政策のもとで大企業の解体が産業企業のみならず大銀行においても行われたが，その

後の再結合を経て企業グループ体制の再編がほぼ完了した時期にあたる 1950 年代の状況との

比較でみれば，つぎのようになる。

　まずドイツ銀行についてみると，本稿で明らかにされたように，ナチス期の同行の役員（監

査役会と取締役会のメンバー）が他社のの監査役会において有していた兼任ポストは，323 社に

おいて 397 件であったが，1950 年代末頃の時期の数値は 306 社において 373 件となってお

り，ほぼ同じ水準にあった。ただ監査役会会長のポストによる兼任では，ナチス期のそれは

90 社において 91 件となっており，1950 年代頃末の時期の 134 社において 134 件よりはかな

り少なくなっている。またドイツ銀行の役員が同一企業の監査役会において 2 件以上の兼任

関係を築いていたケースをみると，ナチス期には 57 社において 131 件となっていたのに対し

て，1950 年代末頃の時期には 49 社において 116 件となっており 37），あまり大きな差はみら

れない。

　つぎに，ドレスナー銀行についてみると，ナチス期の同行の役員が他社の監査役会において

有していた兼任ポストは，286 社において 333 件であったが，1950 年代末頃の時期の数値は

268 社において 326 件となっており，同程度の水準にあった。ただ監査役会会長のポストに

よる兼任では，ナチス期のそれは 62 社において 62 件となっており，1950 年代頃末の時期の

86 社において 86 件よりは少なくなっており，この点はドイツ銀行の場合と同様である。また

ドレスナー銀行の役員が同一企業の監査役会において 2 件以上の兼任関係を築いていたケー

スをみると，ナチス期には 41 社において 88 件となっていたのに対して，1950 年代末頃の時

期には 47 社において 105 件となっており 38），やや少なくなっているが，その差はあまり大き

なものではなかった。

　さらに，コメルツ銀行についてみると，ナチス期の同行の役員が他社の監査役会において有

していた兼任ポストは，240 社において 286 件であったが，1950 年代末頃の時期の数値は

196 社において 226 件となっており，戦後のこの時期と比べると，企業数と件数のいずれに

おいても多くなっている。監査役会会長のポストによる兼任をみると，ナチス期のそれは 53

社において 53 件となっていたのに対して，1950 年代頃末の時期には 60 社において 61 件と

なっており，戦後のこの時期にはやや多くなっている。またコメルツ銀行の役員が同一企業の

監査役会において 2 件以上の兼任関係を築いていたケースをみると，ナチス期には 39 社にお

いて 85 件となっており，1950 年代末頃の時期の 22 社において 52 件 39）と比べると，企業数
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と件数のいずれでみても，戦後の数値よりも多かった。

　また間接兼任についてみると，他社の監査役会において本稿で取り上げた 3 銀行の間で成

立していた間接兼任は，ナチス期には 36 社において 152 件みられたのに対して，1950 年代

末には 29 社において 110 件 40）となっており，戦後の時期と比べると多くなっている。3 つ

の銀行の間でみられた間接兼任を除くと，ドイツ銀行とドレスナー銀行の間で成立していた間

接兼任は，ナチス期には 34 社において 91 件となっていたのに対して，1950 年代末には 52

社において 148 件 41）となっており，戦後のこの時期にはかなり多くなっている。またドイツ

銀行とコメルツ銀行の間で成立していた間接兼任は，ナチス期には 32 社において 76 件となっ

ており，1950 年代末の 22 社において 63 件 42）と比べると，企業数と件数のいずれでみても，

多かった。さらにドレスナー銀行とコメルツ銀行の間で成立していた間接兼任をみると，ナチ

ス期には 20 社において 44 件みられたのに対して，1950 年代末には 23 社において 51 件 43）

となっており，戦後の方が企業数でもまた件数でもやや多くなっている。

　このように，ナチス期と戦後の 1950 年代末の状況との比較では，全般的な傾向としてみれ

ば，大きな差はみられなかった。3 大銀行の役員兼任による企業間人的結合は広範囲に展開さ

れており，ナチス期の産業と銀行の関係は，こうした人的関係，人的つながりを基礎にした両

者の協調の基盤をなすとともに，企業間の利害や種々のコンフリクトが市場競争よりはむしろ

協議において調整されるという体制の基礎をなしたといえる。
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Interlocking Directorates between 
Large German Banks and Industries during 

National Socialism: 
The Cases of Deutsche Bank 

und Disconto-Bank, Dresdner Bank, 
and Commerz- und Privat-Bank AG

Toshio Yamazaki＊

Abstract

　In Germany, industry–bank relationships were founded before World War II and served 

as a cooperative system between industries and banks. They were also a means for bank to 

inflaence industrial enterprises. These relationships were developed through various 

mechanisms, such as bank credit and securities businesses, the shareholding and deposited 

stock system, the assignment of bank directors to corporate boards, and the advisory board 

system. Assignment of bank directors to industrial enterprises and the interlocking 

directorate were two of the most important means of sharing information and coordinating 

the interests between industries and banks. Thus, large business systems established on ties 

between industries and banks were the cornerstone of German capital accumulation and 

were important for the processes of German corporate development.

　The author has already considered conditions of interlocking directorates of large German 

banks on the supervisory boards of other enterprises at the beginning of the 20th century 

and during the inflationary period after World War I. In the latter period, the number of 

companies in which banks built interlocking directorate and mandated supervisory boards 

in other enterprises considerably increased despite spiraling inflation. The cases of Deutsche 

Bank und Disconto-Bank, Dresdner Bank, and Commerz- und Privat-Bank AG are 

considered to determine how the interloking directorates between banks and industrial 

enterprises changed under National Sosialism. This is determined by making a historical 

comparison between the period of National Socialism with the inflationary period after 

World War I and the period after World War II.
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